
第３回１か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会 

 

日  時：令和７年９月１７日（水曜日）午後５時から午後６時３０分まで 

場  所：都庁第一本庁舎２５階 １１４会議室 

    ※オンラインによる開催 

 

会 議 次 第  

 

１ 開会 

２ 委員紹介 

３ 都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性 

４ 事務の手引き及び標準要綱の検討 

５ 閉会 

    

 

（配布資料）                      

資料１   １か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会設置要領 

資料２   １か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会委員名簿 

資料３   １か月児健康診査に係る都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方 

資料４   都内共通受診方式導入に当たっての整理事項【１か月児健康診査】 

資料５   １か月児健康診査受診票様式（案） 

資料６   連絡票様式（案） 

資料７   医療機関向け 1 か月児健診事務の手引き（案） 

資料８   １か月児健康診査標準要綱（案） 

 

（参考資料） 

    参考資料１ 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱・交付要綱（１か月児健康診査部分抜粋） 

    参考資料２ １か月児健康診査問診票・診査票（こども家庭庁通知抜粋） 

   参考資料３ １か月児健康診査マニュアル 

 

  



１か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会設置要領 
 

令和７年１月２０日付６福祉子家第２４７８号 
 

第１ 目的 
都内で１か月児健康診査を受ける全ての乳児が、都内区市町村の区域を越えて健康診査を受

けられる体制の整備に向けて、各機関の役割や課題等について検討するため、１か月児健康診

査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会（「検討会」という。）を設置する。 
 
第２ 設置期間 
   令和７年２月１日から令和８年３月３１日までとする。 
 
第３ 検討事項 
   検討会の検討事項は、以下のとおりとする。 

１ １か月児健康診査の実施に係る現状と課題 
２ 各機関の役割及び連携体制 

  ３ その他検討会が必要と定める事項 
 
第４ 構成 

 検討会は、福祉局長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。 
また、委員の構成は、次のとおりとする。 
（１）関係団体の代表   ５名以内 
（２）関係行政機関の職員 ５名以内 

 
第５ 任期 

委員の任期は、委嘱又は任命の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 
なお、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
第６ 運営事項 
   検討会の運営に関する事項は検討会で協議の上、決定する。 
 
第７ 開催 
   検討会は、必要の都度福祉局長が招集し、開催する。 
 
第８ 事務 
   検討会の事務は、福祉局子供・子育て支援部家庭支援課において行う。 
 
第９ 関係者からの意見聴取等 
   検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴取できるほか、検討会へ

の出席を求めることができる。 

資料１ 
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第１０ 検討会の公開 
    検討会及び検討会の議事録・会議資料は公開する。 
 
第１１ その他 

その他必要な事項は検討会で協議の上、決定する。 
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１か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入に向けた検討会  
委員名簿 

 
 

 

 

 

区分 氏名 職名 

委

員 

関係団体 

池野
イケノ

 充
ミツル

 
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科・思春期科 

准教授 

川上
カワカミ

 一恵
カズエ

 公益社団法人東京都医師会副会長 

澤田
サワダ

 雅子
マサコ

 東京小児科医会副会長、澤田こどもクリニック院長 

関係行政 

機関 

坂本
サカモト

 岳人
タケヒト

 国分寺市子ども家庭部子育て相談室長 

島
シマ

﨑
ザキ

 友
ユウ

介
スケ

 瑞穂町福祉部子ども家庭センター課長 

平田
ヒラタ

 祐
ユウ

子
コ

 
中野区地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター

所長 

（区分ごと五十音順、敬称略） 

資料２ 
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１か月児健康診査に係る都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方

１か月児健康診査に係る都内共通受診方式の公費負担制度導入に向けて、妊婦健康診査の方式を参考に検討を進めていく

議事時期回数

・都内共通受診方式導入に向けた検討の進め方
・都内における１か月児健康診査の実施状況
・都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性

令和７年３月２８日第１回

・都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性
（健康診査の内容、公費負担額、受診票様式、事務の流れ等）

令和７年６月１３日第２回

・都内共通受診方式導入に当たっての課題と方向性
（健康診査の内容、公費負担額、受診票様式、連絡票等）

・事務の手引き（案）及び標準要綱（案）の検討
令和７年９月１７日第３回

五者協協議（公費負担額、標準要綱案等）令和７年１１月~１２月

・事務の手引き及び標準要綱（最終案）について
・医療機関向け及び都民向け周知について

令和８年２月第４回

検討結果を踏まえて、令和８年度（10月以降）の都内共通受診方式の公費負担制度の導入を目指す

検討スケジュール

※産婦健康診査についても、同様に検討を進め、都内共通受診方式の公費負担制度の導入を目指す

資料３

※第４回は予定
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都内共通受診方式導入に当たっての整理事項【１か月児健康診査】

方向性（案）項目

原則として、診療科目に産婦人科・小児科を標榜しており、１か月児健康診査を
実施する医療機関を委託契約の対象とする対象施設

国が示す問診票及び健康診査票を基に設定（参考資料２）⇒受診票（資料５）のとおり実施健康診査の内容

国の補助単価（１回あたり6,000円・１回まで）を基準とする（参考資料１）公費負担額・回数

出生後27日を超え、生後６週に達しない乳児とする対象者

妊娠届出時（母と子の保健バッグに同封）を想定受診票配布時期

令和８年１０月１日とする
※受診票利用の対象は、令和８年１０月１日以降に出生した児とする受診票利用開始日

・都から関係医療機関等に対し通知
・医療機関向けの手引き作成や研修実施を予定制度周知

区市町村のフォローを急ぐ場合は、医療機関から区市町村に「連絡票」を送付１か月児健康診査実施医療
機関と区市町村の連携

妊婦・乳児健康診査と同様とする
※東京都医師会に加盟する医療機関と加盟しない医療機関でフローは異なる

受診票は、３枚複写
１枚目：医療機関控、２枚目：保護者控、３枚目：請求原票（国保連・区市町村宛）

契約・請求事務の流れ

資料４

5



１か月児健康診査のご案内

○●令和８年１０月１日以降に生まれた方が、この受診票を使用できます●○

赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が必要です。
東京都にお住まいの生後１か月の赤ちゃんは、都内委託医療機関で公費で受けられ
ます。

１　受診の方法
　　この「受診票」を、東京都内の医療機関・助産所の窓口へ提出してください。

２　受診の時期
　　生後28日から生後41日まで（出生日を0日目と数えます）

３　受診票の記入
　　上段の太わく内は、保護者の方が記入してください。
　　３枚複写のため、強めに記入をお願いします。

４　診査項目
　　・身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無
　　・新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認
　　・ビタミンK2投与の実施状況の確認　　　など
　　※受診票に記載の項目については、公費負担の対象になります。
　　　そのほかに必要な健診、治療が行われた場合は、自己負担額が発生します
　　　ので、ご了承ください。

５　注意事項
　　・医療機関等では、混雑や病気の感染を避けるため健康診査の日時を
　　　定めている場合がありますので、前もって医療機関等へ照会してください。

　　・受診の際には、母子健康手帳をお持ちください。

　　・他道府県に転居された場合、この受診票を使用することはできません。
　　　転出先で再度受診票を交付してもらってください。
　　　なお、都内の他の区市町村に転居された場合、この受診票はそのまま
　　　使用できます。

　　・この受診票は原則、再発行はできません。ただし、やむを得ない事情が
　　　ある場合には、お住まいの区市町村にお申し出ください。

資料５
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第２号様式 （案）

住所コード

住所 電話

フ　リ　ガ　ナ

乳児氏名

フ　リ　ガ　ナ

保護者氏名

出生時の状況
当てはまるものに○をつけてください。

(16)子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか

(17)（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか

(18)お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか

(19)お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなったことがありますか

(20)現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか

(21)気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか

(22)物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがよくありましたか　

(23)あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか　            　 　いいえ・はい

(24)あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか 　

(25)２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか   はい・いいえ

受診年月日

身長

.      ㎝

なし・あり（　　　　　　　　　　　）

ビタミンＫ₂投与

栄養

良　　・　　要指導

その他の異常

総合判定

 西暦　     年　 　月　  日(生後　　  日)生年月日

 体重　　　　　　　　ｇ  週数　　　　　　　　週（　　　か月）

(1)お乳をよく飲みますか　　　　　　　

１か月児健康診査受診票（甲）　　
保護者の方へ
◎太わくの中は健康診査を受ける前に必ず記入してください。
◎この受診票は都内在住の方が、都内委託医療機関で利用できます。

（医療機関控用）

男・女

　はい・いいえ

(2)元気な声で泣きますか　　　　　　　 　はい・いいえ

(3)大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか 　はい・いいえ

(4)お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか 　いいえ・はい

(5)からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか　　　 　いいえ・はい

(6)うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード1～3番）が続いていますか 　いいえ・はい

(7)あなたの顔をじっとみつめることがありますか　　 　はい・いいえ

(8)裸にすると手足をよく動かしますか　 　はい・いいえ

(9)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか　　 　なし・あり（1日　　　本）

(10)現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか　 　なし・あり（1日　　　本）

(11)窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか 　はい・いいえ

(12)ソファやベッド、抱っこひも等から転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか 　はい・いいえ

(13)ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

(14)赤ちゃんをいとおしいと感じますか　 　はい・いいえ・何ともいえない

(15)子育てについて不安や困難を感じることはありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

　はい・いいえ

　いいえ・はい

 そう思う・どちらかといえばそう思う・
 どちらかといえばそう思わない・そう思わない

　いいえ・はい

  大変ゆとりがある・ややゆとりがある・
　普通・やや苦しい・大変苦しい

　いいえ・はい

　いいえ・はい

　はい・いいえ

都内委託医療機関　様
○ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。区市町村のフォローを急ぐ場合は、直接区市町村担当課へご連絡ください。

体重 頭囲 栄養法

西暦　　　　　年　　　　月　　　　　日

　g（増加量　　　g/日） .      ㎝ 母乳　 ・　 人工乳 　・　 混合

身体的発育異常 外表奇形 姿勢の異常

なし・あり（　　　　　　　　　　　） なし・あり（　　　　　　　　　　　　　　）

皮膚の所見 頭部の所見 頚部の所見

なし・黄疸・血管腫・色素異常・その他 なし・頭血腫・頭囲拡大・小頭症・縫合異常 なし　・　斜頚　・　その他の頚部腫瘤

顔の所見

１　特異的顔貌　なし ・ あり
２　目　　　　　なし ・ 白色瞳孔 ・ 角膜混濁 ・ 眼瞼の異常等
３　口　　　　　なし ・ 口唇裂   ・ 口蓋裂
４　耳　　　　　なし ・ 小耳症   ・ 副耳     ・ 耳瘻孔等

四肢の所見 神経学的異常 発育性股関節形成不全リスク因子

胸部の所見

１ なし　　２ 胸部の異常
３ 呼吸の異常
４ 心雑音  ５ 不整脈

できている　・ できていない
【２要精査の場合】　先天性ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ検査　　１ 済　・　２ 未

なし・運動制限・内反足 なし・モロー反射異常・筋トーヌス異常
１ リスク因子なし　　    ２ 股関節開排制限
３ 大腿/そけい皮膚溝の非対称 ・ 家族歴  ・女児  ・ 骨盤位分娩

新生児聴覚検査
先天性代謝異常等検査

結果確認
便色カード

心配事育児環境等の所見

なし・保護者の心身状態（　　　　　　　　　　　　　　）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　）

１ 正常   ・  ２ 要精査（  精査中  ・  精査未  ） ・　３ 未
異常なし　・　異常あり 番

１ なし　    ２ 臍（肉芽・ヘルニア）
３ 腹部腫瘤  ４ そけいヘルニア
５ 仙骨部の異常

腹部・腰背部の所見

　
 1か月児健康診査の結果は上記のとおりです。　　　　　　　　　　西暦　　　　年　　　　月　　　　日
　
　所　在　地
　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関コード
　医　師　名

乳児の被保険者番号
（わかる場合のみ記入）

１ 異常なし  ・  ２ 既医療  ・  ３ 要経過観察  ・  ４ 要紹介 （ 要精密 ）・  ５ 要紹介（ 要治療 ）
 　 紹介先　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後の指導と
区市町村への

連絡事項

１　当院で行う　　　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  治療  ・  他機関紹介 ）
２　区市町村で行う　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  精密検査医療機関紹介 ）
３　他機関管理中　　（　　　　　　　　　　　　　　 　）　　　　　４　その他

なし・あり（　　　　　　　　　　　　）

１枚目
（医療機関控用）
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第２号様式 （案）

住所コード

住所 電話

フ　リ　ガ　ナ

乳児氏名

フ　リ　ガ　ナ

保護者氏名

出生時の状況
当てはまるものに○をつけてください。

(16)子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか

(17)（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか

(18)お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか

(19)お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなったことがありますか

(20)現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか

(21)気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか

(22)物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがよくありましたか　

(23)あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか　            　 　いいえ・はい

(24)あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか 　

(25)２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか   はい・いいえ

受診年月日

身長

.      ㎝

なし・あり（　　　　　　　　　　　）

ビタミンＫ₂投与

その他の異常

総合判定

１か月児健康診査受診票（乙）　　
保護者の方へ
◎太わくの中は健康診査を受ける前に必ず記入してください。
◎この受診票は都内在住の方が、都内委託医療機関で利用できます。

（保護者控用）

男・女  西暦　     年　 　月　  日(生後　　  日)生年月日

乳児の被保険者番号
（わかる場合のみ記入）

 体重　　　　　　　　ｇ  週数　　　　　　　　週（　　　か月）

(1)お乳をよく飲みますか　　　　　　　 　はい・いいえ

(2)元気な声で泣きますか　　　　　　　 　はい・いいえ

(3)大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか 　はい・いいえ

(4)お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか 　いいえ・はい

(5)からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか　　　 　いいえ・はい

(6)うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード1～3番）が続いていますか 　いいえ・はい

(7)あなたの顔をじっとみつめることがありますか　　 　はい・いいえ

(8)裸にすると手足をよく動かしますか　 　はい・いいえ

(9)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか　　 　なし・あり（1日　　　本）

(10)現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか　 　なし・あり（1日　　　本）

(11)窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか 　はい・いいえ

(12)ソファやベッド、抱っこひも等から転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか 　はい・いいえ

(13)ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

(14)赤ちゃんをいとおしいと感じますか　 　はい・いいえ・何ともいえない

(15)子育てについて不安や困難を感じることはありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

　はい・いいえ

　いいえ・はい

 そう思う・どちらかといえばそう思う・
 どちらかといえばそう思わない・そう思わない

　いいえ・はい

  大変ゆとりがある・ややゆとりがある・
　普通・やや苦しい・大変苦しい

　いいえ・はい

　いいえ・はい

　はい・いいえ

西暦　　　　　年　　　　月　　　　　日

体重 頭囲 栄養法

　g（増加量　　　g/日） .      ㎝ 母乳　 ・　 人工乳 　・　 混合

身体的発育異常 外表奇形 姿勢の異常

なし・あり（　　　　　　　　　　　） なし・あり（　　　　　　　　　　　　　　）

皮膚の所見 頭部の所見 頚部の所見

発育性股関節形成不全リスク因子

なし・黄疸・血管腫・色素異常・その他 なし・頭血腫・頭囲拡大・小頭症・縫合異常 なし　・　斜頚　・　その他の頚部腫瘤

顔の所見 胸部の所見 腹部・腰背部の所見

なし・モロー反射異常・筋トーヌス異常
１ リスク因子なし　　    ２ 股関節開排制限
３ 大腿/そけい皮膚溝の非対称 ・ 家族歴  ・女児  ・ 骨盤位分娩

新生児聴覚検査
先天性代謝異常等検査

結果確認
便色カード

１　特異的顔貌　なし ・ あり
２　目　　　　　なし ・ 白色瞳孔 ・ 角膜混濁 ・ 眼瞼の異常等
３　口　　　　　なし ・ 口唇裂   ・ 口蓋裂
４　耳　　　　　なし ・ 小耳症   ・ 副耳     ・ 耳瘻孔等

１ なし　　２ 胸部の異常
３ 呼吸の異常
４ 心雑音  ５ 不整脈

１ なし　    ２ 臍（肉芽・ヘルニア）
３ 腹部腫瘤  ４ そけいヘルニア
５ 仙骨部の異常

四肢の所見 神経学的異常

○お子様の健康診査結果は、下記のとおりです。

１ 異常なし  ・  ２ 既医療  ・  ３ 要経過観察  ・  ４ 要紹介 （ 要精密 ）・  ５ 要紹介（ 要治療 ）
 　 紹介先　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後の指導と
区市町村への

連絡事項

１　当院で行う　　　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  治療  ・  他機関紹介 ）
２　区市町村で行う　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  精密検査医療機関紹介 ）
３　他機関管理中　　（　　　　　　　　　　　　　　 　）　　　　　４　その他

なし・運動制限・内反足

１ 正常   ・  ２ 要精査（  精査中  ・  精査未  ） ・　３ 未
異常なし　・　異常あり 番 できている　・ できていない

【２要精査の場合】　先天性ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ検査　　１ 済　・　２ 未

　
 1か月児健康診査の結果は上記のとおりです。　　　　　　　　　　西暦　　　　年　　　　月　　　　日
　
　所　在　地
　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関コード
　医　師　名

２枚目
（保護者控用）
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第２号様式 （案）

住所コード

住所 電話

フ　リ　ガ　ナ

乳児氏名

フ　リ　ガ　ナ

保護者氏名

出生時の状況
当てはまるものに○をつけてください。

(16)子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか

(17)（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか

(18)お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか

(19)お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなったことがありますか

(20)現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか

(21)気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか

(22)物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがよくありましたか　

(23)あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか　            　 　いいえ・はい

(24)あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか 　

(25)２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか   はい・いいえ

受診年月日

身長

.      ㎝

なし・あり（　　　　　　　　　　　）

ビタミンＫ₂投与

栄養

良　　・　　要指導

その他の異常

総合判定

１か月児健康診査受診票（丙）　　

医療機関へのお願い
この受診票（丙）は当月分をお取りまとめの上、「妊産婦・乳児健康診査総括票」と一緒に所定の方法によりご提出ください。

（請求原票・結果通知票）

男・女 生年月日  西暦　     年　 　月　  日(生後　　  日)

乳児の被保険者番号
（わかる場合のみ記入）

 体重　　　　　　　　ｇ  週数　　　　　　　　週（　　　か月）

(1)お乳をよく飲みますか　　　　　　　 　はい・いいえ

(2)元気な声で泣きますか　　　　　　　 　はい・いいえ

(3)大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか 　はい・いいえ

(4)お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか 　いいえ・はい

(5)からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか　　　 　いいえ・はい

(6)うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード1～3番）が続いていますか 　いいえ・はい

(7)あなたの顔をじっとみつめることがありますか　　 　はい・いいえ

(8)裸にすると手足をよく動かしますか　 　はい・いいえ

(9)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか　　 　なし・あり（1日　　　本）

(10)現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか　 　なし・あり（1日　　　本）

(11)窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか 　はい・いいえ

(12)ソファやベッド、抱っこひも等から転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか 　はい・いいえ

(13)ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

(14)赤ちゃんをいとおしいと感じますか　 　はい・いいえ・何ともいえない

(15)子育てについて不安や困難を感じることはありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

　はい・いいえ

　いいえ・はい

 そう思う・どちらかといえばそう思う・
 どちらかといえばそう思わない・そう思わない

　いいえ・はい

  大変ゆとりがある・ややゆとりがある・
　普通・やや苦しい・大変苦しい

　いいえ・はい

　いいえ・はい

　はい・いいえ

都内委託医療機関　様
○ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。区市町村のフォローを急ぐ場合は、直接区市町村担当課へご連絡ください。

西暦　　　　　年　　　　月　　　　　日

体重 頭囲 栄養法

　g（増加量　　　g/日） .      ㎝ 母乳　 ・　 人工乳 　・　 混合

身体的発育異常 外表奇形 姿勢の異常

なし・あり（　　　　　　　　　　　） なし・あり（　　　　　　　　　　　　　　）

皮膚の所見 頭部の所見 頚部の所見

なし・黄疸・血管腫・色素異常・その他 なし・頭血腫・頭囲拡大・小頭症・縫合異常 なし　・　斜頚　・　その他の頚部腫瘤

顔の所見 胸部の所見 腹部・腰背部の所見

１　特異的顔貌　なし ・ あり
２　目　　　　　なし ・ 白色瞳孔 ・ 角膜混濁 ・ 眼瞼の異常等
３　口　　　　　なし ・ 口唇裂   ・ 口蓋裂
４　耳　　　　　なし ・ 小耳症   ・ 副耳     ・ 耳瘻孔等

１ なし　　２ 胸部の異常
３ 呼吸の異常
４ 心雑音  ５ 不整脈

１ なし　    ２ 臍（肉芽・ヘルニア）
３ 腹部腫瘤  ４ そけいヘルニア
５ 仙骨部の異常

四肢の所見 神経学的異常 発育性股関節形成不全リスク因子

今後の指導と
区市町村への

連絡事項

１　当院で行う　　　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  治療  ・  他機関紹介 ）
２　区市町村で行う　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  精密検査医療機関紹介 ）
３　他機関管理中　　（　　　　　　　　　　　　　　 　）　　　　　４　その他

育児環境等の所見 心配事

なし・運動制限・内反足 なし・モロー反射異常・筋トーヌス異常
１ リスク因子なし　　    ２ 股関節開排制限
３ 大腿/そけい皮膚溝の非対称 ・ 家族歴  ・女児  ・ 骨盤位分娩

新生児聴覚検査
先天性代謝異常等検査

結果確認
便色カード

１ 正常   ・  ２ 要精査（  精査中  ・  精査未  ） ・　３ 未
異常なし　・　異常あり 番 できている　・ できていない

【２要精査の場合】　先天性ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ検査　　１ 済　・　２ 未

　
 1か月児健康診査の結果は上記のとおりです。　　　　　　　　　　西暦　　　　年　　　　月　　　　日
　
　所　在　地
　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関コード
　医　師　名

なし・保護者の心身状態（　　　　　　　　　　　　　　）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　）

なし・あり（　　　　　　　　　　　　）

１ 異常なし  ・  ２ 既医療  ・  ３ 要経過観察  ・  ４ 要紹介 （ 要精密 ）・  ５ 要紹介（ 要治療 ）
 　 紹介先　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３枚目
（請求原票・結果通知票）
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（東京都共通様式） 

【送付先】                 

 

 
 
母 氏名 

生年月日     年  月  日（   歳） 

児 氏名 生年月日     年  月  日 

出生体重    g（在胎週数   週  日） 

住所 電話番号 

連絡事項（受診日：    年   月   日） 

 

 

メンタルヘルスの連絡の目安 

アンケート１ 合計 9 点以上 

        問 10 1 点以上 

アンケート２ 合計３点以上 

※産婦健診以外の場合は、記載不要 

アンケート１ 合計    点 

        問 10       点 

アンケート２ 合計        点 

母等への説明内容 

（１）情報提供の同意 

（２）専門病院受診の必要性の説明 

（３）専門病院紹介先 

 

有   無   未確認 

済   未   不要 

医療機関名： 

紹介状：   有   無 

その他 

 

上記のとおり、連絡します。                   年   月   日 

 

機関名                           氏 名 

 

所在地                           電話番号 

      

※下記の太枠の個人情報について、FAX 送付時は、未記載とし、電話でのやり取りで共有するものとする。 

連 絡 票 

資料６ 

（案） 
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（東京都共通様式） 

【送付先】 A 区 W センター母子保健係 

 

 
 
母 氏名 生年月日     年  月  日（   歳） 

児 氏名 生年月日     年  月  日 

出生体重    g（在胎週数   週  日） 

住所 電話番号 

連絡事項（受診日： ２０２６年 ６月 ４日） 

 

 

メンタルヘルスの連絡の目安 

アンケート１ 合計 9 点以上 

        問 10 1 点以上 

アンケート２ 合計３点以上 

※産婦健診以外の場合は、記載不要 

アンケート１ 合計    点 

        問 10       点 

アンケート２ 合計        点 

母等への説明内容 

（１）情報提供の同意 

（２）専門病院受診の必要性の説明 

（３）専門病院紹介先 

 

有   無   未確認 

済   未   不要 

医療機関名： 

紹介状：   有   無 

その他 

 

上記のとおり、連絡します。                   ２０２６年 ６ 月 ４ 日 

 

機関名 都庁こどもクリニック                氏 名 新宿 はなこ 

 

所在地 新宿区西新宿２－８－１               電話番号 ０３－５３２０－×〇△□ 

  

※下記の太枠の個人情報について、FAX 送付時は、未記載とし、電話でのやり取りで共有するものとする。 

連 絡 票 

電話にて 

伝える 

・体重増加不良（日増 15ｇ）、おむつかぶれについては当院で経過観察します。次回 6/11 

・母に育児疲れの様子、不器用さが見られますので、支援をよろしくお願いします。 

情報提供の同意は、体重増加不良のことで得ていますのでご留意ください。 

記入例 （案） 
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1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）

令和８年１０月１日
○ 受診票利用の対象は、令和８年１０月１日以降に出生した児とする。

※１０月１日より前に出生した児については、区市町村により償還払いが可能な場合もございます。
詳細は東京都ホームページをご参照の上、各区市町村にお問合せください。

※各区市町村が、妊娠届出時等の出産予定日を基に対象者を抽出し、受診票を交付します。

○ ただし、出産予定日が１０月以降で、早産（３７週未満での出生）により１０月より前に出生した場合、
修正月齢で考え、例外的に受診票の使用を可能とします。

※受診票を使用できるのは、１０月１日以降に受診した場合のみです。

○ 令和７年１０月以降に出生した児で、受診票を交付されていない方が受診した場合は、区市町村にお問合せください。

医療機関用

共通受診票利用開始日

対象者
生後２８日から生後４１日まで（出生日を０日目と数えます）
※早産児（３７週未満での出生）の場合、修正月齢での受診も可能とする。
※令和8年10月1日に出生した場合は、10月29日（生後28日）〜11月11日（生後41日）が受診期間となります。

公費負担単価・回数
１回当たり6,000円・１回まで公費負担

○受診票に記載する健診項目については、公費負担単価の範囲内で実施するものとする。
※公費負担単価よりも高い金額で実施する場合は、受診票に記載のある項目以上の健診を実施するため等、保護者への事前説明をお願いします。

資料７
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医療機関用

対象者の考え方（産婦健診・1か月児健診）

早産の場合、修正月齢で考え、
例外的に受診票使用可とする

令和8年4月1日
受診票交付開始

令和8年10月1日
受診票使用開始

妊
娠
届

出
産

産
婦
健
診

1
か
月
児
健
診

妊
娠
届

出
産

産
婦
健
診

1
か
月
児
健
診

出
産

出
産
予
定
日

産
婦
健
診

受診票使用可

1
か
月
児
健
診

受診票使用可

妊
娠
届

出
産

①出産予定日・出産ともに10月以降の場合

出
産
予
定
日

1
か
月
児
健
診

産
婦
健
診

受診票使用可
※交付されていない場合、区市町村に問合せ

受診票使用不可
※区市町村により
償還払い可能な場合あり

②出産予定日が10月以降・出産が10月より前の場合

③出産予定日が10月より前・出産が10月以降の場合

妊
娠
届

出
産
予
定
日

母子バッグに封入、妊婦面談時に手渡し、
自宅へ郵送等により区市町村が交付

受診票使用不可
※区市町村により償還払い可能な場合あり

正期産(37週以上）

早産(37週未満）

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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妊婦健診と同様に、以下の図のとおり実施する。また、開始前には下記のとおり契約手続きを行う。
（医師会加盟機関） ①健康診査協力承諾書を地区医師会へ提出 ②都医師会が区市町村代表と契約 ③地区医師会へ毎月10日までに請求
（医師会非加盟機関）①健康診査協力承諾書を区市町村へ提出 ②医療機関が区市町村代表と契約 ③国保連へ毎月10日までに請求

医療機関用

実施フロー

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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○A４サイズで３枚複写となっている。
１枚目：医療機関控、２枚目：保護者本人控、３枚目：請求原票（国保連・区市町村宛）

○上段は保護者が受診前に記入、下段は医療機関が記入する。

医療機関用

受診票の取扱い

保護者が受診前に記入する
※乳児の被保険者番号は、わかる場合のみ記入
※問診項目の解釈は、こども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」参照

医療機関が受診時に記入する
※各項目の詳細な記入方法は、次ページ以降に記載
※項目はこども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」に基づく

住所コード

住所 電話

フ　リ　ガ　ナ

乳児氏名

フ　リ　ガ　ナ

保護者氏名

出生時の状況
当てはまるものに○をつけてください。

(16)子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか

(17)（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか

(18)お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか

(19)お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなったことがありますか

(20)現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか

(21)気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか

(22)物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがよくありましたか　

(23)あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか　            　 　いいえ・はい

(24)あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか 　

(25)２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか   はい・いいえ

受診年月日

身長

.      ㎝

なし・あり（　　　　　　　　　　　）

ビタミンＫ₂投与

できている　・ できていない

栄養

良　　・　　要指導

その他の異常

総合判定

１ なし　    ２ 臍（肉芽・ヘルニア）
３ 腹部腫瘤  ４ そけいヘルニア

５ 仙骨部の異常

腹部・腰背部の所見

　

　1か月児健康診査の結果は上記のとおりです。　　　　　　　　　　西暦　　　　年　　　　月　　　　日
　
　所　在　地

　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関コード
　医　師　名

乳児の被保険者番号
（わかる場合のみ記入）

１ 異常なし  ・  ２ 既医療  ・  ３ 要経過観察  ・  ４ 要紹介 （ 要精密 ）・  ５ 要紹介（ 要治療 ）
 　 紹介先　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後の指導と
区市町村への

連絡事項

１　当院で行う　　　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  治療  ・  他機関紹介 ）
２　区市町村で行う　（ 保健指導  ・  栄養指導  ・  経過観察  ・  精密検査医療機関紹介 ）

３　他機関管理中　　（　　　　　　　　　　　　　　 　）　　　　　４　その他

１ 正常・２ 精査中(右・左)・３ 未 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ検査　１ 済・２ 未 異常なし　・　異常あり 番

なし・あり（　　　　　　　　　　　　）

心配事育児環境等の所見

なし・保護者の心身状態（　　　　　　　　　　　　　　）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　）

なし・運動制限・内反足 なし・モロー反射異常・筋トーヌス異常
１ リスク因子なし　　    ２ 股関節開排制限
３ 大腿/そけい皮膚溝の非対称 ・ 家族歴  ・女児  ・ 骨盤位分娩

新生児聴覚検査
先天性代謝異常等検査

結果確認
便色カード

なし・黄疸・血管腫・色素異常・その他 なし・頭血腫・頭囲拡大・小頭症・縫合異常 なし　・　斜頚　・　その他の頚部腫瘤

顔の所見

１　特異的顔貌　なし ・ あり

２　目　　　　　なし ・ 白色瞳孔 ・ 角膜混濁 ・ 眼瞼の異常等
３　口　　　　　なし ・ 口唇裂   ・ 口蓋裂
４　耳　　　　　なし ・ 小耳症   ・ 副耳     ・ 耳瘻孔等

四肢の所見 神経学的異常 発育性股関節形成不全リスク因子

胸部の所見

１ なし　　２ 胸部の異常
３ 呼吸の異常

４ 心雑音  ５ 不整脈

身体的発育異常 外表奇形 姿勢の異常

なし・あり（　　　　　　　　　　　） なし・あり（　　　　　　　　　　　　　　）

皮膚の所見 頭部の所見 頚部の所見

都内委託医療機関　様
○ここから下の欄は、診察した医師が記入してください。区市町村のフォローを急ぐ場合は、直接区市町村担当課へご連絡ください。

体重 頭囲 栄養法

西暦　　　　　年　　　　月　　　　　日

　g（増加量　　　g/日） .      ㎝ 母乳　 ・　 人工乳 　・　 混合

 そう思う・どちらかといえばそう思う・

 どちらかといえばそう思わない・そう思わない

　いいえ・はい

  大変ゆとりがある・ややゆとりがある・

　普通・やや苦しい・大変苦しい

　いいえ・はい

　いいえ・はい

　はい・いいえ

(14)赤ちゃんをいとおしいと感じますか　 　はい・いいえ・何ともいえない

(15)子育てについて不安や困難を感じることはありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

　はい・いいえ

　いいえ・はい

(11)窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか 　はい・いいえ

(12)ソファやベッド、抱っこひも等から転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をしていますか 　はい・いいえ

(13)ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか 　はい・いいえ・何ともいえない

(8)裸にすると手足をよく動かしますか　 　はい・いいえ

(9)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか　　 　なし・あり（1日　　　本）

(10)現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか　 　なし・あり（1日　　　本）

(5)からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか　　　 　いいえ・はい

(6)うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード1～3番）が続いていますか 　いいえ・はい

(7)あなたの顔をじっとみつめることがありますか　　 　はい・いいえ

(2)元気な声で泣きますか　　　　　　　 　はい・いいえ

(3)大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか 　はい・いいえ

(4)お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか 　いいえ・はい

 体重　　　　　　　　ｇ  週数　　　　　　　　週（　　　か月）

(1)お乳をよく飲みますか　　　　　　　

１か月児健康診査受診票（甲）　　
保護者の方へ
◎太わくの中は健康診査を受ける前に必ず記入してください。

◎この受診票は都内在住の方が、都内委託医療機関で利用できます。

（医療機関控用）

男・女  西暦　　　   年　  　月　　  日生 (生後　　  　日）

　はい・いいえ

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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医療機関用
受診票の各項目の記載方法

記載方法項目

受診年月日を西暦で記載受診年月日

小数第1位まで記載（1mm単位まで計測）身長

10g単位以内での記載が望ましい
増加量は、退院時の体重から１日あたりの体重増加を計算し記載体重

小数第1位まで記載（1mm単位まで計測）頭囲

いずれかに○をつける栄養法

いずれかに○をつけ、「あり」の場合はカッコ内または下欄「その他の異常」に詳細を記載

身体的発育異常

外表奇形

姿勢の異常

該当するものに○をつける

皮膚の所見

頭部の所見

頚部の所見

１〜４の各項目について、該当するものに○をつける顔の所見

該当するものに○をつける胸部の所見

該当するものに○をつける腹部・腰背部の所見

※具体的な実施方法は、こども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」参照

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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医療機関用
受診票の各項目の記載方法（続き）

記載方法項目

該当するものに○をつける
四肢の所見

神経学的異常

該当するものに○をつける
※２に〇、または３のうち２項目以上に〇の場合、精密検査を受けること推奨

発育性股関節形成不全
リスク因子

結果がパスの場合は１、リファーの場合は２に○をつける
要精査で精密検査が未だの場合は、精査未に〇をつけ、精査医療機関に予約できていない場合は都
HP掲載「精密聴力検査実施医療機関リスト」から医療機関を紹介し、区市町村に「連絡票」を送付
実施していない場合は３に〇をつけ、都HP掲載「他の施設で生まれた児の新生児聴覚検査を実施し
ている医療機関リスト」を参考に、検査可能な医療機関を紹介し、区市町村に「連絡票」を送付

【２に〇をつけた場合のみ】
先天性サイトメガロウイルス検査の１・２いずれかに〇をつける
確認検査リファーでサイトメガロウイルス検査を実施していない場合、精密聴力検査医療機関に確
実に伝えるよう保護者に説明すると共に区市町村に「連絡票」を送付
※上記のリストは、東京都福祉局HP「赤ちゃんの耳のきこえについて」に掲載

新生児聴覚検査

【出産した医療機関で１か月児健診を実施する場合】
・結果を説明し、いずれかに〇をつける ※結果は母子健康手帳に貼るよう伝える
・「異常あり」の場合は、受診状況を確認の上、下欄「その他の異常」に詳細を記載

【出産した医療機関以外で１か月児健診を実施する場合】
・母子健康手帳等で結果を確認し、いずれかに〇をつける
・「異常あり」の場合は、受診状況を確認の上、下欄「その他の異常」に詳細を記載
・結果を確認できない場合は、いずれにも〇をつけず、「その他の異常」欄にその旨を記載

先天性代謝異常等検査
結果確認

※具体的な実施方法は、こども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」参照

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）

17



医療機関用
受診票の各項目の記載方法（続き）

記載方法項目

問診または肉眼で便色を確認、１〜７番のいずれかを記載便色カード

内服状況を確認し、いずれかに〇をつける
※必要に応じて、その後の内服予定の確認（３か月法）や投与を行う
※追加投与の金額は、１か月児健診の公費負担単価に含まない

ビタミンK₂投与

保護者記載欄の(9)〜(24)の内容等を踏まえ、
・特に気になることがない場合は、「なし」に〇をつける
・気になることがある場合は、「保護者の心身状態」または「その他」欄に〇をつけ、
カッコ内または下欄「その他の異常」に詳細を記載

育児環境等の所見

保護者に心配事があるか直接確認する
いずれかに○をつけ、「あり」の場合はカッコ内または下欄「その他の異常」に詳細を記載心配事

産後の体の回復のために食事摂取ができているか等、母親の栄養状態を確認する
いずれかに〇をつける栄養

上欄の項目以外で気になること、上欄のカッコ内に書ききれないこと等を記載その他の異常

※具体的な実施方法は、こども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」参照

子育て支援（区市町村でのフォロー）の必要性の判定のため、以下３つの項目を確認

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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医療機関用
受診票の各項目の記載方法（続き）

記載方法項目

いずれかに〇をつける
別の医療機関を紹介した場合は、カッコ内に医療機関名を記載する
精密検査が必要な場合（４・５に〇をつけた場合）は、区市町村で「精密健康診査受診票」を
発行するため、区市町村に連絡する

総合判定

いずれか又は複数に○をつける
３「他機関管理中」のカッコ内は、他機関で管理中の内容や他機関の名称を記載する

区市町村に引継ぎが必要な場合は、「区市町村で行う」に○をつけ、医療機関から区市町村に
連絡する ※詳細は次ページに掲載

今後の指導と
区市町村への連絡事項

区市町村に引継ぎが必要な場合の例

・精密検査が必要な場合
・生後1か月までにかかっていた医療機関へ連絡した場合や専門医療機関等を紹
介した場合
・子育て支援が必要な場合

育児環境、保護者の心身の状態等が気がかりな場合
・虐待（身体的虐待・ネグレクト）の可能性が疑われた場合

※具体的な実施方法は、こども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」参照

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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○区市町村や専門医療機関等への引継ぎが必要な場合や身体的な精密検査が必要な場合は、「連絡票」を活用する。

〇区市町村へ引き継ぐことについては、出来るだけ母等の同意をとり、同意しない場合は、その理由を聞き取ってください。

○個人情報の観点から、「連絡票」の氏名等の欄は空欄のままでFAX送付し、電話で氏名等を伝えることを原則とする。
※区市町村の連絡先（担当部署名・電話番号・FAX番号等）一覧は、都福祉局HPに掲載しています。

（リンク）

〇区市町村への引継ぎが必要な例は、以下とする。
・精密検査が必要な場合

「精密健康診査受診票」の発行が必要な場合
新生児聴覚検査や先天性代謝異常等検査の要精密で未受診の場合

・生後1か月までにかかっていた医療機関へ連絡した場合や専門医療機関等を紹介した場合

・子育て支援が必要な場合
保護者記載欄の(9)〜(24)の内容を踏まえ、育児環境、保護者の心身の状態等が気がかりな場合
特に、経済困窮、ひとり親、家庭内不和、気軽に相談できる人が不在、保護者のメンタルヘルスに課題がある など

・虐待（身体的虐待・ネグレクト）の可能性が疑われた場合
説明のつかない体重減少（発育曲線から大きく外れた体重増加不良）
からだや衣類の汚れ、不自然なあざや外傷痕、保護者の言動 など

医療機関用

区市町村・専門医療機関等との連携

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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連絡票及び記載例

医療機関用 1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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医療機関用

FAQ

回答質問項目

生後41日までを原則としますが、各区市町村にご相談く
ださい。ただし、早産児（３７週未満での出生）の場合、
修正月齢での受診も可能としますので、ご注意ください。
※各区市町村にご相談の上で使用可能となった場合や、修正月齢
で受診する場合には、国保連への請求原票に付箋を貼り、その旨
をご記載ください。

生後４１日を超えても、受診票は使用可能か。対象者

令和８年度末までの経過措置として、区市町村により償
還払いが可能な場合もございます。詳細は、各区市町村
の窓口にお問合せください。

10月以降に出生した児が、受診票なしで受診した
場合の対応はどうなるか。対象者

区市町村により対応が異なるため、区市町村にお問合せ
ください。
※各区市町村にご相談の上、受診票で処理可能となった場合には、
国保連への請求原票に付箋を貼り、その旨をご記載ください。
※10月より前の受診では、受診票は使用できません。

10月より前に出生した児が、誤って10月以降に受
診票を使用した場合の対応はどうなるか。対象者

妊婦健診と同様、転居前自治体で交付された受診票を使
用できます。

都内で転居した場合でも、転居前の自治体で交付
された受診票を使用できるか。

受診票の
運用

家庭訪問・架電等によるフォローや、区市町村事業（産
後ケア、家事育児ヘルパーの派遣等）の紹介、精神科医
療機関への繋ぎ等、ご家庭の状況に応じた支援を行いま
す。

区市町村に引き継いだ後、区市町村ではどのよう
な支援を行うのか。

区市町村
との連携

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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〇 東京都HP「１か月児健康診査」
（リンク）
区市町村の連絡先一覧はこちらに掲載されています。

〇 こども家庭庁「１か月児健康診査マニュアル」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-
7e8f2d6106dd/d1e17788/20250107_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_113.pdf
具体的な健診の実施方法や注意すべき点について、本マニュアルをご参照ください。

〇 東京都HP「赤ちゃんの耳のきこえについて」
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear
「都内の先天性サイトメガロウイルス感染症に係る検査実施医療機関リスト」や
「他の施設で生まれた児の新生児聴覚検査を実施している医療機関リスト」や
「精密聴力検査実施医療機関リスト」はこちらに掲載されています。

〇 東京都HP「先天性代謝異常等検査について」
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/taisyaijou/
都が公費負担で実施している26疾患の項目については、こちらをご参照ください。

医療機関用

参考リンク

1か月児健康診査 共通受診票利用に関する手引き（案）
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１か月児健康診査実施要綱 

 

第１ 目的 
   早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期であ

る１か月児に対して健康診査を行い、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、そ

の進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もっ

て乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。 

 

第２ 対象 
   都内に居住し、出生後 27日を超え、生後６週に達しない乳児とする。 

 

第３ １か月児健康診査の実施医療機関 
  １ １か月児健康診査は、次の医療機関等において実施する。 
   (１) 公益社団法人東京都医師会（以下「東京都医師会」という。）に加入する医療機関（以下

「医師会加入医療機関」という。） 
   (２) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は小児科を

掲げる医療機関（以下「医師会非加入医療機関」という。） 
  ２ 医療機関等から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。 

(１) 医師会加入医療機関 
健康診査協力承諾書（第１号様式の１）又は健康診査協力辞退届（第１号様式の２）を、

所属する地区医師会を経由して区（市町村）長に提出するものとする。 
なお、区（市町村）長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。 

(２) 医師会非加入医療機関 
健康診査協力届（第１号様式の３）又は健康診査契約解除届（第１号様式の４）を、区

（市町村）長に提出するものとする。 
 

第４ 実施方法及び内容 
  １ 実施方法 
   (１) 区（市町村）長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、１か月

児健康診査を実施する。 

   (２) 実施医療機関は、保護者から提出される「１か月児健康診査受診票」第２号様式（甲乙丙

の３枚複写。甲は白色。表紙に「１か月児健康診査のご案内」を記載する。）（以下｢受診

票｣という。）により健康診査及び検査を実施する。 

２ 実施医療機関における受診票の取扱い 

資料８ （案） 
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    実施医療機関は、第２号様式の受診票（甲乙丙の３枚複写）の所定欄に、健康診査の診察所見、

区（市町村）への連絡事項を記入するものとする。 
甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は保護者に交付して、診査結果欄を母子健康

手帳とともに保管するよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票（以下｢請

求原票｣という。）として使用する。 
    なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。 
  ３ 健康診査の内容 

（１）基本的な診査項目は以下のとおりとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。 

ア 身体発育状況 

イ 栄養状態 

ウ 疾病及び異常の有無 

エ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 

オ ビタミン K２投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与 

カ 育児上問題となる事項 

（２）診査の実施に当たっては、こども家庭科学研究の研究班により作成された１か月児健康診 

査マニュアルを参考とすること。 

  ４ 健康診査の回数 

    対象者１人につき１回とする。 

  ５ 健康診査を実施する担当者 

    十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することとする。なお、

担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護師と協力して

実施することは差し支えない。 

  ６ 実施医療機関と区市町村との連携 

実施医療機関は、虐待の可能性が疑われる場合や養育困難が予想される場合等、自治体によ

る支援が必要と判断した場合は、連絡票（参考様式）等の乳児の状況が分かるものを速やかに

乳児の居住する区（市町村）に送付する等、乳児に関する情報共有を行う。なお、保護者の同

意が得られない場合であっても、児童虐待の防止や対応のために必要と判断した場合は、報告

すること。 

 

第５ 受診票の交付及び再交付 
１ 区（市町村）長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には、別表１で定

める事業・住所コードを記入して交付するものとする。 
   (１) 受診票の交付 

乳児が他の道府県から転入した場合は、１か月児健康診査受診票交付申請書（第３号

様式）を提出させ、交付する。  
(２) 受診票の再交付 
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受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認め

られる場合には、１か月児健康診査受診票再交付申請書（第４号様式）を提出させ、再交

付することができる。 
 

第６ 転出に伴う受診票の返却 
  １ 乳児が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。 

２ 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。 
 

第７ 受診票の有効期間 
原則、生後 28 日から生後 41 日までとする（出生日を 0日目とする。）。 

 

第８ 実施医療機関からの健康診査委託料等の請求 
  １ 医師会加入医療機関 

(１) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査総括票（第５号様式。 

以下｢総括票｣という。）を添えて、所属する地区医師会に提出する。 
(２) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊産婦・乳児健康

診査請求原票送付書（第６号様式。以下｢送付書｣という。）を添えて、翌月１０日までに、

東京都国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に提出する。 

     なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表２に定める医師会

コードを記入するものとする。 
２ 医師会非加入医療機関 
  医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月１０日までに連合会に提

出する。 
 

第９ 区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払 
  １ 医師会加入医療機関及び医師会非加入医療機関での実施分 

 (１) 区（市町村）長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審

査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。 
   (２) 区（市町村）長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機

関に委託料を支払うものとする。 
      また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。 
   (３) 区（市町村）長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて当該医療機関に通知する。 

   また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。 
   (４) 連合会は、１か月児健康診査受診票の住所コードを確認の上、区（市町村）長に対し、健

康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。 
  (５) 区（市町村）長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うもの 
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とする。 
 

第１０ 事後措置 
    区（市町村）長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康

管理票に記録するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。 
 

第１１ 広報活動 
    区（市町村）長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関の関係団体を

通じて、区（市町村）民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。 
 

    附 則 
１ この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 
２ 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関（以下「自由診療医療機関」とい

う。）については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。 
(１) 区（市町村）長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の

有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。 
(２) 自由診療医療機関は、第８の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査

委託料請求書（参考様式）を添えて、翌月１０日までに、区（市町村）長に委託料を請求する

ものとする。 
(３) 区（市町村）長は、前項の規定による請求を受けたときは、第９の規定にかかわらず、内容

を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。 
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別添 18 

 

１か月児及び５歳児健康診査支援事業 

 

第１ 総則的事項 

１ 事業目的 

乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において１歳６か月児及び３

歳児に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、３から６か月頃及び９から

11 か月頃の健康診査についても、多くの自治体で実施されている状況となっている。

こうした中で、新たに１か月児及び５歳児に対する健康診査の費用を助成することによ

り、出生後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備する。 

 

２ 実施主体 

  本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。）とする。 

  

３ 健康診査の種類 

健康診査の種類は、1 か月児健康診査及び５歳児健康診査とする。 

 

４ その他 

この実施要綱に定める事項以外の事項については、「乳幼児に対する健康診査の実施

について」（平成 10 年４月８日児発第 285 号厚生省児童家庭局長通知）の第１に定める

総則的事項を参照すること。 

 

第２ 各論的事項 

１ １か月児健康診査 

（１）目的 

早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在

化する時期である１か月児に対して健康診査を行い、疾病及び異常を早期に発見し、

適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、

養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ること

を目的とする。 

（２）健康診査の種類 

健康診査の種類は、一般健康診査（原則、１か月児健康診査を実施する医療機関

（以下「実施機関」という。）に委託して行う個別健康診査）とする。 

（３）健康診査を実施する担当者 

十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施すること

とする。なお、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した

助産師、看護師と協力して実施することは差し支えない。 

（４）実施対象者 

一般健康診査の対象者は、標準的には、出生後 27日を超え、生後６週に達しない   

乳児とする。 

（５）項目等 

    一般健康診査の項目は以下のとおりとする。 

① 身体発育状況 

② 栄養状態 

③ 疾病及び異常の有無 

④ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 

参考資料１ －１
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⑤ ビタミン K２投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与 

⑥ 育児上問題となる事項 

（６）留意事項 

ア １か月児健康診査の結果を実施機関から市町村に速やかに報告されるよう連携

体制を整備するなど、実施機関との連携を密に行うとともに、健康診査の結果等

の情報の活用などにより妊婦等包括相談支援事業の効果的な実施につなげるこ

と。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに

留意し、こども家庭センターなどの関係機関とも連携しながら、必要な支援体制

の整備を行うこと。実施機関において実施対象者が未受診であることを把握した

場合は、速やかに市町村の担当窓口に情報共有することが望ましい。  

イ 本事業の実施対象者が居住地以外の実施機関において１か月児健康診査を受診

する場合等、１か月児健康診査を実施機関に委託して行うことが困難な場合につ

いては、１か月児健康診査の結果が市町村へ速やかに報告されるよう実施機関と

連携する場合に限り、１か月児健康診査にかかる費用を実施対象者へ直接助成す

ることを認める。 

ウ １か月児健康診査の実施に当たっては、別に示す１か月児健康診査の問診票及

び健康診査票並びにこども家庭科学研究の研究班により作成された１か月児健康

診査マニュアルを参考とすること。 

 

２ ５歳児健康診査 

（１）目的 

幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される

時期であり、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を

及ぼす時期である５歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、

特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を

行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。 

（２）健康診査の種類 

    健康診査の種類は、一般健康診査（原則、市町村保健センター等において行う集

団健康診査）とする。 

一般健康診査は、（５）の項目等の確認に加え、必要な児・保護者に対して多職

種による専門相談及び健診後カンファレンスを実施すること。 

※ 巡回方式や園医方式を組み合わせて実施する場合を含む。なお、その場合であ

っても、必要な児・保護者に専門相談を提供するとともに、対象となる年齢の

幼児全てに健康診査を実施できるよう工夫すること。 

（３）健康診査を実施する担当者 

十分な経験を有し、幼児の保健医療に習熟した医師、保健師、管理栄養士、心理

相談を担当する者等により実施すること。  

（４）実施対象者 

一般健康診査の対象者は、実施年度に満５歳になる幼児とする。標準的には、４

歳６か月から５歳６か月となる幼児を対象とする。 

（５）項目等 

一般健康診査の項目は以下のとおりとする。 

① 身体発育状況 

② 栄養状態 

③ 精神発達の状況 

④ 言語障害の有無 

⑤ 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等) 
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⑥ その他の疾病及び異常の有無 

（６）留意事項 

ア 健康診査に際して行われる指導においては、家族の育児面での情緒を養い、児

童に対する虐待防止等が図られるよう、十分留意した指導を行うものとする。 

健康診査の結果、発達障害等（発達障害等の疑いを含む。）と判定された幼児

について、就学前までに必要な支援につなげることができるよう、関係部局や都

道府県等とも協力しながら、地域における必要な支援体制の整備を行うこと。 

   イ ５歳児健康診査の実施に当たっては、別に示す５歳児健康診査の問診票及び健

康診査票並びにこども家庭科学研究の研究班により作成された５歳児健康診査マ

ニュアルや５歳児健診ポータルを参考とすること。 

   ウ ５歳児健診の結果、発達障害等を踏まえた支援が必要であると判定（５歳児健

診に係る健診後カンファレンス等で総合的な判断に基づいて行われるものであ

り、専門医療機関等で行われる診断とは異なる。）された児及びその保護者に対

して、地域全体で必要な支援を提供するためのフォローアップ体制の整備に努め

ること。市町村におけるフォローアップ体制の整備にあたっては、「地域障害児

支援体制強化事業」（「地域障害児支援体制強化事業の実施について」令和５年

６月５日こ支障第８号こども家庭庁支援局長通知）や「地域におけるこどもの発

達相談と家族支援の機能強化事業」（「地域におけるこどもの発達相談と家族支

援の機能強化事業の実施について」令和６年１月５日こ支障第 119 号こども家庭

庁支援局長通知）などの事業の活用も想定される。 
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別 表  

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助率 

直接補助 

事業 

「１か月児」

及び「５歳児」

健康診査支援

事業 

１ １か月児健康診査 

6,000 円×実施人数 

 

２ ５歳児健康診査 

5,000 円×実施人数 

 

「１か月児」及び「５

歳児」健康診査支援

事業に必要な報酬、

給料及び職員手当等

（ただし会計年度任

用職員へ支給される

ものに限る）、報償

費、共済費、謝金、

旅費、需用費（消耗

品費、食糧費、会議

費、印刷製本費、光

熱水費）、役務費（通

信運搬費、手数料）、

委託料、備品購入費、

使用料及び賃借料、

扶助費、負担金、補

助金及び交付金 

1/2 

新生児マスス

クリーニング

検査に関する

実証事業 

6,000 円×実施人数 新生児マススクリー

ニング検査に関する

実証事業に必要な報

酬、給料及び職員手

当等（ただし会計年

度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、

報償費、共済費、旅

費、需用費（消耗品

費、印刷製本費、光

熱水費）、役務費（通

信運搬費、手数料）、

委託料、備品購入費、

使用料及び賃借料、

扶助費、負担金、補

助金及び交付金 

1/2 

性と健康の相

談センター事

業 

１ 医療機関等に委託するプレコンセプ

ションケアに関する相談支援加算 

  

 7,700 円（実際の相談費用の７割相当額

を上限とする。）×相談件数 

 

２ 性と健康の相談支援センターや委託

先の医療機関等のオンライン相談の初

期設備整備加算 

 

 １か所あたり 130,000 円 

性と健康の相談セン

ター事業に必要な報

酬､ 給料及び職員手

当等（ただし会計年

度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、

報償費、共済費、旅

費、需用費（消耗品

費、食糧費、印刷製

本費）、役務費（通

信運搬費、広告料）、

1/2 

 

 

参考資料１ －２
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※問診票は、主にお子さんの世話をなさっている方が記入してください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

親

（
主
な
養
育
者

）
や
子
育
て
の
状
況

予
防

接
種

25 ２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。 （はい・いいえ）

物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。 （いいえ・はい）

あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。 （いいえ・はい）

12 （はい・いいえ）

お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったことが
ありますか。

（いいえ・はい）19

お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか。18
（そう思う・どちらかといえばそう思う・
どちらかといえばそう思わない・そう思わない）

健康相談の内容

指導内容

特記事項

出
生

時

の
状

態

からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか。

（いいえ・はい）

（いいえ・はい）

器

質
的

疾

患
の

確
認

発
達

現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。
（大変ゆとりがある・ややゆとりがある・普通・やや苦しい・
大変苦しい）

気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。 （いいえ・はい）

あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。 （はい・いいえ）

（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか。 （いいえ・はい）

子育てについて不安や困難を感じることはありますか。 （はい・いいえ・何ともいえない）

子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。 （はい・いいえ）

赤ちゃんをいとおしいと感じますか。 （はい・いいえ・何ともいえない）

（はい・いいえ・何ともいえない）あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。

窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。 （はい・いいえ）

ソファやベッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をし
ていますか。

現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか。 （なし・あり（１日＿本））

うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード1番から３番）が続いていますか。

あなたの顔をじっとみつめることがありますか。 （はい・いいえ）

裸にすると手足をよく動かしますか。 （はい・いいえ）

大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか。 （はい・いいえ）

お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか。 （いいえ・はい）

現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。 （なし・あり（１日＿本））

お乳をよく飲みますか。 （はい・いいえ）

元気な声で泣きますか。

　　１か月児健康診査問診票

　

在胎週数　　 （　　　　　　　　）週

出生時体重　（　　　　　　　　） g

（はい・いいえ）

（別添１） 参考資料２
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受診日　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

身体測定  （生後（　　  　　　）日）

ア  臍：肉芽・ヘルニア

エ　仙骨部の異常

エ　女児

          眼瞼の異常等

正常　・　精査中（右・左）　・　未

　 　番
できている　・　できていない　　

無・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
イ　その他

育児環境等

心配事

良・要指導栄養

16　便色カード
15　先天性代謝異常等検査の結果説明　　　　　 済　・　未

13　その他の異常　　　　　　　

９　 腹部・腰背部

10　四肢

11　神経学的異常

12　発育性股関節形成不全リスク因子
　  （ア、またはイからオの２項目以上）

14　新生児聴覚検査　　　　　　　　

２　外表奇形

３　その他の支援が必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                           　　）

判定者

記事（要紹介となった場合の結果等）

イ　血管腫

３　姿勢の異常
４　皮膚

５　頭部

子育て支援の必要性の判定
１　特に問題なし　　２　保健師による支援が必要　　

判定
１　異常なし　　２　既医療　　３　要経過観察　　

４　要紹介（要精密・要治療）

紹介先

診査医名

ア　母の心身状態

エ　耳：小耳症・副耳・耳瘻孔等
ア　斜頚
イ　その他の頚部腫瘤

エ　不整脈

６　顔

７　頚部

ア　胸部の異常
イ　呼吸の異常
ウ　心雑音

８　胸部

ウ　口：口唇裂・口蓋裂

ウ　色素異常 イ　内反足

ウ　家族歴
ア　特異的顔貌
イ　目：白色瞳孔・角膜混濁・ オ　骨盤位分娩

ア　モロー反射
ア　頭血腫 イ　筋トーヌス
イ　頭囲拡大 ア　股関節開排制限
ウ　小頭症 イ　大腿/そけい皮膚溝の非対称
エ　縫合異常

エ　その他

診
察
所
見

１　身体的発育異常
イ　腹部腫瘤

　　１か月児健康診査票

身長 体重 頭囲 栄養法

cm g　（増加量　　　g/日） cm
母乳・混合・人工乳

ウ　そけいヘルニア
ア　黄疸

ア　四肢の運動制限

17　ビタミンK2の投与
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1か月児健康診査

マニュアル

令和6 年度

こども家庭科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業

こどもの健やかな成長・ 発達のためのバイオサイコソーシャルの観点

（ 身体的・ 精神的・ 社会的な観点）からの切れ目のない支援の推進のための研究（ 研究代表者 永光信一郎）

研究協力機関： 日本小児科医会　 日本産婦人科医会　 日本小児科学会

　 　 日本産科婦人科学会　 日本新生児成育医学会
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第第１１部部  １１かか月月児児健健康康診診査査のの目目的的・・意意義義・・実実施施体体制制・・実実際際・・判判定定  

第第１１章章  １１かか月月児児健健康康診診査査のの目目的的とと意意義義  

第第１１節節  目目的的  

 

 母子保健法の第一条には「この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進

を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に

対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与する

ことを目的とする」と記されており、健康診査（以下「健診」という。）は乳児及び幼児の

健康の保持及び増進を図るために講じる措置の一つとなります。 

 １か月児健康診査（以下「１か月児健診」という。）は、「母子保健医療対策総合支援事業

（令和５年度補正予算分）の実施について」（令和５年 12 月 28 日付けこ成母第 375 号こど

も家庭庁成育局長通知。以下「通知」という。）に記されているとおり、「早期に発見し、介

入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である１か月児

に対して健康診査を行い、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進

行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、保護者への育児に関する助言を行い、

もって乳児の健康の保持及び増進を図ること」を目的としています。 

 また、通知で挙げられているように、１か月児健診で行う具体的項目として、以下の６つ

があります。 

① 身体発育状況 

② 栄養状態 

③ 疾病及び異常の有無 

④ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 

⑤ ビタミン K２投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 

⑥ 育児上問題となる事項 
 

 健診を実施する医師は、１か月児の身体発育状況、栄養状態、健康状態の評価を行い、身

体異常の早期発見に努め、異常を認めた場合や疑われた場合は遅滞なく専門医療機関への

紹介に努めてください。さらに健康を決定する社会的要因を評価し、支援が必要な場合には

自治体の担当窓口に報告するとともに、必要に応じて自治体の担当窓口と連携を図りなが

ら、かかりつけ医等での継続的な支援を実施します。乳幼児健診が未受診であることを把握

した場合は、速やかに自治体の担当窓口に情報共有すること、虐待の可能性が疑われた場合

は、速やかにこども家庭センター等の自治体の担当窓口または児童相談所に通告を実施し

てください。 
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第第２２節節  意意義義  

  

出生時から生後１か月は、多種多様な先天性疾患が顕在化する時期であり、早期介入が生

命予後や Quality of Life を規定する重要な時期です。新生児期早期に発症する疾患は胎

児期や出生後すぐに医療機関にて認知され、専門医療機関への紹介、速やかな治療へと進め

る体制が多くの地域で整備されています。一方で、出生時には症状を認めないが、生後１か

月程度で症状が出現する生命にかかわる重篤な疾患（先天性心疾患、代謝疾患、胆道閉鎖症

等）も少なくありません。また、発育性股関節形成不全等の早期発見により侵襲的処置を回

避できる疾患もあります。このように、乳児の身体所見取得に習熟した医師による１か月児

健診により、疾患の早期発見・早期治療によって児の予後を改善することができると考えら

れます。また、これらの疾患の発見において重要な時期に、医療機関と自治体が情報を共有

することで必要な支援につながることが期待されます。 

保護者に対する様々なサポートも重要な課題です。Tokumitsu らの報告によると、母親の

産後うつの発生頻度は 14％前後と推定され、産後２週間をピークに３か月までに発症しま

す 1)。さらに父親の産後うつの発生も３～６か月をピークに同水準と報告されています 2)。

父親の育児休業取得率は上昇していますが、令和５年度の男性の平均育休期間は46.5日（速報

値）であり、復職前に男性に対して育児支援を実施する必要性があると考えられています 3)。

大阪府における子ども医療電話相談事業（#8000）の集計報告では、#8000 に問い合わせの

あった項目として“嘔吐”、“泣きやまない”、“育児相談”は、生後１か月以内が多く 4) 、

この時期において対面での育児相談の機会を充実させる必要性を如実に示しています。乳

児期早期の健診は、保護者に対する相談支援の機会となることから、こども家庭センター等

とも連携することにより、安心して子育てが出来る環境整備につなげていくことが期待さ

れます。また、新生児マススクリーニングにより、早期に治療可能な疾患が発見されるよう

になったため、適切なタイミングで情報提供や相談支援を行うことが重要です。更に、生後

２か月から開始される予防接種について啓発し、接種をスムーズに進める事も重要となり

ます。 

 

第第２２章章  １１かか月月児児健健康康診診査査実実施施体体制制  

第第１１節節  健健診診のの実実施施時時期期  

  

 １か月児健診の対象者は、標準的には、出生後 27 日を超え、生後６週に達しない乳児で

す。 

 上記期間を設定した根拠として、当該時期は出生直後には診断することが困難な身体疾

患（心疾患、代謝疾患、神経筋疾患、胆道閉鎖症、幽門狭窄症、発育性股関節形成不全、難

聴等）の臨床症状が出現する時期です。乳児の身体診断に習熟した医師が健診を実施するこ

とによって早期発見・早期治療による疾病予後改善が見込まれます。また、新生児・乳児ビ
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タミン K 欠乏性出血症予防のためのビタミン K2シロップの投与や、新生児マススクリーニ

ング検査に対する適切なフォローアップに対応できる体制が求められます。生後１か月ま

では、軽微な症状（鼻閉音、微熱、吐乳・溢乳、泣きやまない）に対して不安をもつ保護者

が多く、医師等の医療従事者と対面で育児についても相談する機会を設けることが望まれ

ます。また、生後２か月から始まる予防接種のスケジュールについても、医師と相談できる

ことが望ましいです。日本のこどもの貧困率は 11.5％（2023 年度数値）であり 5)、経済格

差は養育困難（不全）の一因になります。各家庭/こどもにおける健康を決定する社会的要

因を早期に評価をしておくことは地域で養育支援を行ううえで重要と考えられます。さら

に産後から生後数か月までは母親・父親とも産後うつが発生しやすい時期なので、必要な相

談支援につなげることが必要です。また、こども虐待への対応は喫緊の課題です。０歳児の

心中以外の虐待死のうち 68.0％は生後１か月以内に死亡し、心中以外の虐待死のうち、３

～４か月児健診の未受診者は 18.9％（有効割合）であり 6)、生後１か月に健診を拡充するこ

とにより、未受診等の虐待リスクの早期発見に寄与することが期待されます。 

 

第第２２節節  健健診診のの実実施施方方法法  

  

（１）健診を実施する担当者 

十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することになりま

す。なお、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護

師と協力して実施することは差し支えありません。 

 

（２）健診の種類と必要な連携体制 

健診の種類は、原則として医療機関に委託して行う個別健診です。医療機関において実施

された健診の情報については、健診情報を自治体にすみやかに提供することで、同時並行し

て行われている関連行政施策（新生児訪問指導＊、乳児家庭全戸訪問事業＊や伴走型相談支

援＊）との情報統合や、それらの施策で実施される保健指導などに活用されるなど、必要な

連携体制を構築することが期待されます。 

 

＊新生児訪問指導 

母子保健法第 11 条に定められた事業で、育児上必要があると認めるときに、保健師や助産

師等が訪問し、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等に関し必要な指導を行う事業 

 

＊乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、育児に関する相談や情報提供を行い、親子の状

況を把握して必要な支援につなげる事業 
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＊伴走型相談支援 

市区町村が、妊娠届出時より妊婦や特に０歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、

出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報提供等を行うことを通じて必要

なサービスに繋ぐ支援 

 

（３）問診票 

１か月児健診を実施する医師及び助産師、看護師が、１か月児健診の目的に記されている

内容を網羅的にスクリーニングできる質問項目を問診票として設定しています（図１）。質

問項目は、出生時の状態、器質的疾患の確認、発達、親（主な養育者）や子育ての状況、予

防接種についてです。問診票の記載内容を診察の前に、保健医療に習熟した助産師、看護師

又は医師による確認を行い乳児の健康状態、身体疾患の早期発見、健康を決定する社会的要

因の評価、育児相談の必要性など評価を行います。各々の問診項目の内容と解説の詳細は、

「第３章１か月児健康診査の実際 第１節問診項目とその解釈」に記載しています。 

 

図１ 

出典：こども家庭庁 母子保健の主な動き（通知・事務連絡等）2023 年 1 か月児及び 5 歳児健康診査支援事業に

ついて https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/（2024.10.11 アクセス） 

※問診票は、主にお子さんの世話をなさっている方が記入してください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

親

（
主
な
養
育
者

）
や
子
育
て
の
状
況

予
防

接
種

25 ２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。 （はい・いいえ）

物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。 （いいえ・はい）

あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。 （いいえ・はい）

12 （はい・いいえ）

お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったことが
ありますか。

（いいえ・はい）19

お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか。18
（そう思う・どちらかといえばそう思う・
どちらかといえばそう思わない・そう思わない）

健康相談の内容

指導内容

特記事項

出
生
時

の
状
態

からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか。

（いいえ・はい）

（いいえ・はい）

器
質
的
疾
患
の
確
認

発
達

現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。
（大変ゆとりがある・ややゆとりがある・普通・やや苦しい・
大変苦しい）

気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。 （いいえ・はい）

あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。 （はい・いいえ）

（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか。 （いいえ・はい）

子育てについて不安や困難を感じることはありますか。 （はい・いいえ・何ともいえない）

子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。 （はい・いいえ）

赤ちゃんをいとおしいと感じますか。 （はい・いいえ・何ともいえない）

（はい・いいえ・何ともいえない）あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。

窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。 （はい・いいえ）

ソファやベッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工夫をし
ていますか。

現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか。 （なし・あり（１日＿本））

うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード1番から３番）が続いていますか。

あなたの顔をじっとみつめることがありますか。 （はい・いいえ）

裸にすると手足をよく動かしますか。 （はい・いいえ）

大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか。 （はい・いいえ）

お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか。 （いいえ・はい）

現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。 （なし・あり（１日＿本））

お乳をよく飲みますか。 （はい・いいえ）

元気な声で泣きますか。

　　１か月児健康診査問診票

　

在胎週数　　 （　　　　　　　　）週

出生時体重　（　　　　　　　　） g

（はい・いいえ）

（別添１）

図１　１か月児健康診査問診票（拡大版：巻末資料 54ページ参照）

41

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/


7 

（４）健康診査票（健診票） 

問診票から抽出された情報や、身体測定（第３章第２節に記載）、診察（第３章第３節に

記載）から得られた所見を、健診票（図２）に記入します。身体測定については、身長、体

重（及び１日の増加量）、頭囲に加え、栄養法（母乳・人工乳・混合）を記載します。診察

所見については、１身体的発育異常、２外表奇形、３姿勢の異常、４皮膚、５頭部、６顔、

７頚部、８胸部、９腹部・腰背部、10 四肢、11 神経学的異常、12 発育性股関節形成不全リ

スク因子、13 その他の異常の有無を確認し、異常があれば、所見を健診票に記載します。

14 新生児聴覚検査の確認を行い、母子健康手帳などを通じて、「リファー」と示された場合

は、専門医によるより詳しい精査を受けているかを確認します。15 先天性代謝異常等検査

の結果説明を行い、16 便色カードで便色番号を確認し、17ビタミン K2の投与ができている

かを確認します。14 から 17 についてはそれぞれの結果を健診票に記載します。診察医によ

る判定を記載します（第３章第４節(１)に判定の基準を記しています）。 

１か月児健診では、母親等の健康状態や育児環境についての配慮が重要です。問診票から

抽出された情報や診察時の会話や表情や仕草（抱き方、診察台への寝かせ方など）から、母

親等の心身の健康状態を含む育児環境や、保護者の心配事、母親の栄養状態なども、医師ま

たは助産師・看護師によって評価され、その判定を健診票の子育て支援の必要性の判定に記

載します。（第３章第４節(２)に判定の基準を記しています） 

  

図２ 

出典：こども家庭庁 母子保健の主な動き（通知・事務連絡等）2023 年１か月児及び５歳児健康診査支援事業に

ついて https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/（2024.10.11 アクセス） 

図２　１か月児健康診査票（拡大版：巻末資料 55 ページ参照）

受受診診日日　　令令和和　　　　　　　　年年　　　　　　　　　　月月　　　　　　　　　　日日

身身体体測測定定    （（生生後後（（　　　　    　　　　　　））日日））

ア  臍：肉芽・ヘルニア

エ　仙骨部の異常

エ　女児

          眼瞼の異常等

正常　・　精査中（右・左）　・　未

　 　番
できている　・　できていない　　

無・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
イ　その他

育児環境等

心配事

良・要指導栄養

16　便色カード
15　先天性代謝異常等検査の結果説明　　　　　 済　・　未

13　その他の異常　　　　　　　

９　 腹部・腰背部

10　四肢

11　神経学的異常

12　発育性股関節形成不全リスク因子
　  （ア、またはイからオの２項目以上）

14　新生児聴覚検査　　　　　　　　

２　外表奇形

３　その他の支援が必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                           　　）

判定者

記記事事（（要要紹紹介介ととななっったた場場合合のの結結果果等等））

イ　血管腫

３　姿勢の異常
４　皮膚

５　頭部

子育て支援の必要性の判定
１　特に問題なし　　２　保健師による支援が必要　　

判定
１　異常なし　　２　既医療　　３　要経過観察　　

４　要紹介（要精密・要治療）

紹介先

診査医名

ア　母の心身状態

エ　耳：小耳症・副耳・耳瘻孔等
ア　斜頚
イ　その他の頚部腫瘤

エ　不整脈

６　顔

７　頚部

ア　胸部の異常
イ　呼吸の異常
ウ　心雑音

８　胸部

ウ　口：口唇裂・口蓋裂

ウ　色素異常 イ　内反足

ウ　家族歴
ア　特異的顔貌
イ　目：白色瞳孔・角膜混濁・ オ　骨盤位分娩

ア　モロー反射
ア　頭血腫 イ　筋トーヌス
イ　頭囲拡大 ア　股関節開排制限
ウ　小頭症 イ　大腿/そけい皮膚溝の非対称
エ　縫合異常

エ　その他

診診
察察
所所
見見

１　身体的発育異常
イ　腹部腫瘤

　　１か月児健康診査票

身長 体重 頭囲 栄養法

cm g　（増加量　　　g/日） cm
母乳・混合・人工乳

ウ　そけいヘルニア
ア　黄疸

ア　四肢の運動制限

17　ビタミンK2の投与

42

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/


8 

第第３３節節  自自治治体体のの役役割割  

 

 通知の趣旨は、近年の超少子化、核家族化（世帯分離）、女性の社会進出等に伴い、こど

もが健やかに生まれ育つための環境づくりの推進を図ることであり、その中心的役割を担

う母子保健医療対策の充実強化が明示されています。１か月児健診支援事業における自治

体の留意事項としては、１か月児健診の結果を実施機関から自治体に速やかに報告できる

ように実施機関との連携をより密接に行うとともに、健診の結果等の情報を正確にまた速

やかに整理して必要な支援につなぐための面談を実施する伴走型相談支援の効果的な実施

につなげることが求められています。また、１か月児健診の実施が虐待の予防及び早期発見

に資することに留意し、こども家庭センター等の関係機関とも連携しながら、必要な支援体

制を拡充することも使命の１つです。実施機関において実施対象者が未受診であることを

把握した場合は、速やかに自治体の担当窓口に情報共有されるような体制づくりが求めら

れています。 

 

第第３３章章  １１かか月月児児健健康康診診査査のの実実際際  

第第１１節節  問問診診項項目目ととそそのの解解釈釈  

 

１．お乳をよく飲みますか。 

２．元気な声で泣きますか。 

 分娩施設から退院した後もしっかり哺乳出来ているか、元気に過ごしているかを確認し

ます。これらの項目に問題がなくても、体重増加不良がある場合は、具体的な哺乳状態や赤

ちゃんの全身状態の確認が必要です。また、分娩施設退院時はこれらの項目に問題がなくて

も、心疾患や代謝性疾患などでは徐々に哺乳力が低下し、活気不良となることもあります。

順調に哺乳量が増えているかも確認しましょう。 

 

３．大きな音にピクッと手足を伸ばしたり、泣き出したりすることはありますか。 

 聴力についての項目です。この項目と同時に、分娩施設退院時の新生児聴覚検査結果も確

認しましょう。 

 

４．お乳を飲む時や泣いた時に唇が紫色になることがありますか。 

 チアノーゼについての項目です。健診時安静にしているとチアノーゼは見られなくても、

哺乳や啼泣など酸素需要量が増えるとチアノーゼが見られる場合があります。心疾患や気

道に問題がある場合がありますので専門医への紹介を検討しましょう。 

 

５．からだが特に柔らかいとか硬いとか感じたことがありますか。 

 筋緊張についての項目です。正常では仰臥位で四肢半屈曲、または上肢半伸展し下肢半屈
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曲、手はゆるく握っている状態です。後弓反張や蛙肢位（仰臥位で四肢を床にべったりつけ

る肢位）、手を強く握ったまま母指を握り込んでいる状態は神経学的異常の所見です。 

 

６．うすい黄色、もしくはうすいクリーム色の便（便色カード１番から３番）が続いていま

すか。 

 胆道閉鎖症についての項目です。便色カードを見て確認したり、場合によっては浣腸など

により便の色を確認したりした方がよい場合もあります。さらに、尿の色が濃い黄色から茶

褐色に変化するのも重要なサインと考えられます。１か月児健診時は皮膚の黄染の程度か

らは黄疸を判断するのは難しく、経皮黄疸計は血中ビリルビン値と相関していないことも

あります。胆道閉鎖症を疑うときは血液検査を行いましょう。また、血液検査が難しい場合

は、すみやかに専門医に紹介しましょう。 

 

７．あなたの顔をじっとみつめることがありますか。 

 視力についての項目です。１か月児はまだ、ぼんやりとしか見えていませんが、愛着形成

のため、哺乳時や抱っこしているときに赤ちゃんとしっかり目を合わせるように指導しま

しょう。なお、瞳が白く見えるなど、目について気になることはないか、確認しましょう。 

 

８．裸にすると手足をよく動かしますか。 

 裸にされた赤ちゃんはランダムに四肢をよく動かします。足の力だけで移動できる赤

ちゃんもいます。左右で常に同じ動きをしていたり、動きの大きさに左右差があったりする

場合は異常所見の可能性もあります。診察時に眠っており全く動かない場合は日頃の様子

も尋ねて総合的に評価しましょう。 

 

９．現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。 

10．現在、お子さんのお父さん（パートナー）は喫煙をしていますか。 

 両親の喫煙についての項目です。母親の喫煙により母乳にもニコチンなどの有害物質が

含まれます。また、母親だけでなく赤ちゃんの周囲にいる人が喫煙すると、有害物質が衣服

や髪に付着したり、呼気に含まれたりして赤ちゃんに影響を及ぼすと言われています。また、

両親の喫煙により、乳幼児突然死症候群（SIDS）のリスクは高くなるとも言われています。

家族ぐるみで禁煙することを勧めましょう。 

 

11．窒息の可能性がある柔らかい寝具等を避け、仰向けに寝かせていますか。 

 事故防止の知識について確認する項目です。乳幼児突然死症候群（SIDS）のリスクを軽減

するため仰向けに寝かせる、窒息予防のためまわりに柔らかい寝具を置かないなど赤ちゃ

んの過ごす環境について確認しましょう。 
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12．ソファやベッド、抱っこひもなどから転落、もしくは隙間に挟まってしまわないよう工

夫をしていますか。 

 １か月未満の乳児でも、反り返りなどでベッドから転落することがあります。転落する可

能性のある高いところには寝かせないようにすることなどを説明しましょう。また、足の力

だけで移動し狭い隙間に挟まってしまうことがあります。日頃から隙間のある家具や危険

な物（たとえばはさみなど）が周囲にないか確認するように指導しましょう。 

 

13．あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。 

14．赤ちゃんをいとおしいと感じますか。 

 赤ちゃんへの愛着形成についての項目です。「はい」の回答が期待されます。それ以外の

回答でも保護者の回答に共感し、丁寧に理由や状況を聞きます。常に追い詰められた気分で

育児を行っているとすれば、愛着形成は困難です。育児不安や産後うつなどから、あるいは

児側の問題から愛着形成が不十分になり、ネグレクトなど児童虐待につながることもあり

ます。家族や第三者が話を充分に聞くことで保護者の精神的安定が図られ、愛着形成の支援に

なります。継続した支援が必要な場合はこども家庭センター等と連携を図るとよいでしょう。 

 

15．子育てについて不安や困難を感じることはありますか。 

16．子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。 

 分娩施設退院後の子育てについての不安や困難についての項目です。分娩施設退院後赤

ちゃんの成長に伴い新たな不安や困難も出てくるでしょう。疾患として医学的介入が必要

なこと以外にも、不安や困難についてしっかり聞きましょう。話を聞くだけで保護者のサポー

トになることもあります。状況により、生後２か月から、予防接種の機会にも相談できること

を伝えるとよいでしょう。 

 

17．（きょうだいがいらっしゃる方へ）きょうだいのことで相談したいことはありますか。 

 １か月児健診はきょうだいの成長発達について相談するよい機会です。きょうだいにつ

いての相談があるかも確認し、必要があれば適切な医療機関等につなげる必要があります。

また、児のきょうだいがいわゆる「赤ちゃんがえり」を示すときは「環境の変化や子ども自

身の成長による言動である」と理解し、きょうだい児との２人の時間を作るなど、その気持

ちを汲んだ対応ができるようアドバイスします。きょうだい児の年齢によっては、赤ちゃん

のお世話を一緒にするなども考えられます。また、２人目出産後、２人の育児に悩む保護者

も多く、保護者の話に傾聴しましょう。 

 

18．お子さんのお母さんとお父さん（パートナー）は、協力し合って家事・育児をしていますか。 

 父親（パートナー）が家事・育児をすることは母親の心身の負担や不安を軽減する効果も

大きく、父子関係の構築にも重要であるため、夫婦でよく話し合い、共に子育てに関わるこ
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とができるように声をかけましょう。子育てという新たな環境や役割の変化により、保護者

は心身の状態を崩しやすい時期です。母親だけでなく父親（パートナー）も「支援される対

象」であることに留意する必要があります。 

 

19．お子さんが泣き止まない時などに、どう対処したらよいかわからなくなってしまったこ

とがありますか。 

 「赤ちゃんは泣くのが仕事」といいますが、分娩施設を退院するとよく泣くようになりま

す。まずは哺乳量の不足がないか、哺乳状態について確認します。空腹と関係がないようで

あれば抱っこの方法を工夫してみたり、少し外気浴をしてみたり、赤ちゃんと共に気分を変

えるための環境の工夫をすることもよいでしょう。また、いらいらしてしまう時は、赤ちゃ

んをいったん安全なところに寝かせた上でその場を離れたりするなど、いらいらする気持

ちを赤ちゃんにぶつけてしまわないようにどうすればいいかお話しします。泣きへの対処

方法についてあらかじめ話をし、イメージをふくらませておくことは重要です。乳幼児揺さ

ぶられ症候群の予防にもつながります。 

 

20．現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか。 

 赤ちゃんを取り巻く経済状況についての項目です。この項目に問題がなくても、赤ちゃん

の着衣やおむつ、皮膚の状態などから総合的に判断します。また、健診に付き添っている家

族の様子も参考になることがあります。必要があればこども家庭センター等の適切な支援

につなげる必要があります。 

 

21．気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。 

22．物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。 

 母親のメンタルヘルスについての項目です。身体的にも精神的にも不安定で、育児不安が

高まる時期です。母親の精神的不調を早期に発見し育児支援を行うことで母親の精神的安

定が図られ、愛着形成支援だけでなく児童虐待予防にもつながります。エジンバラ産後うつ

病自己評価票を活用するのもよい方法です。また、産後２週間、１か月時の産婦健診の結果

についても確認をしましょう。 

 

23．あなたご自身の睡眠で困っていることはありますか。 

 睡眠が十分に取れていると感じる場合はよいですが、眠れないとの訴えがある場合はそ

の状況を聞き取り、慎重に対応することが必要です。まずは保護者が眠る時間を確保できる

ように、周囲の協力を得ることを勧めてください。眠れない以外に、上記 21 や 22 の質問に

「はい」と回答している場合は周産期うつ病の可能性もあります。休息を取るようにこころ

がけても症状が改善しない場合あるいは、十分に休息が取れない状況が続き辛い場合は、こ

ども家庭センターに支援の依頼や精神科への紹介が必要になります。  
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24．あなたは、ときどきご自身の時間をもつことはできていますか。 

 保護者の休息についての項目です。赤ちゃんの睡眠リズムは１か月時にはまだ確立して

いないことが多く、赤ちゃんが寝ているときは保護者も一緒に休むことを勧めます。また、

家事・育児を周囲にお願いし、ご自身の時間をもつことも大切です。産後１か月では体調が

不安定な時期が続いているので、しっかり休息をとるように勧めてください。 

25．２か月頃から始まる予防接種の内容についてご存知ですか。 

 生後２か月からの予防接種について確認する項目です。国の予防接種実施要領において

は、生後２か月からが標準的な接種期間となるワクチンが複数あります（５種混合、小児用

肺炎球菌、ロタウイルス、B 型肝炎）。ワクチン接種予定日を伝え、それまでにワクチンに

ついての説明文書を読んでもらいましょう。 

 

第第２２節節  身身体体測測定定  

 

身身長長  

平坦な台板に児を仰臥位に寝かせ、児の頭頂部を固定板につけ、耳眼面（眼窩点と耳珠点

とがつくる平面）が台板と垂直になるように頭部を固定し、足底も台板と垂直になるように

して、１mm 単位まで計測します（図３）。乳児期の身長計測は誤差を生じやすいので、測定

時にはきちんと膝を伸展させ、身体をまっすぐに固定します。計測値は、もれなく母子健康

手帳、健診票に記載します。 

  

体体重重  

体重の推移を評価するためには、感度が 10g 単位以内の体重計の使用が望ましく、全裸で

計測します。授乳直後の計測はさけるようにします。 

 

頭頭囲囲  

仰臥位で計測します。外後頭隆起から左右の眉間の直上を通る周囲長を１mm 単位まで計

測します 7)。 

 

図３ 新生児・乳児の身体測定 
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栄栄養養法法  

栄養法（母乳、人工乳、混合）を確認します。 

母乳栄養の場合には、授乳回数、授乳のタイミング、授乳１回あたりにかかる時間を確認

します。混合・人工栄養の場合には、１回あたりの人工乳の量と授乳回数を確認します。ま

た、排便の回数や性状などを確認します。 

計計測測のの評評価価とと対対応応  

・体重増加の評価 

出生体重からでなく、退院時の体重（または最低体重）から、１日あたりの体重増加を計

算します。 

※新生児の体重増加については以下の通り 7,8) 

生後５～10％の生理的体重減少 

生後４日頃から体重は増加しはじめる 

生後２～３週までに出生体重に戻る 

退院後の体重増加は１日 25g 以上が望ましい 

 

・体重増加不良の場合 

体重増加不良の主な原因は、不適切な授乳による栄養摂取不足です。その他、低出生体重

児、基礎疾患、ネグレクトなどが原因となることがあります。適切な栄養摂取により体重が

増加に転じることが多いので、授乳の状況の確認、母親へのエモーショナルサポートが重要

です。 

混合・人工栄養では、不適切な調乳温度・濃度が、哺乳量の低下や下痢につながっている

ことがあります。調乳の詳細な状況についても確認することが必要です。 

明らかな異常がないのにゆっくり体重が増える（slow weight gain）児もいます。体重測

定を定期的（当初は１～２週毎）に行い、児の活気や筋緊張、ツルゴール、排尿や排便の状

況、授乳の状況などから、総合的に異常がないかを判断します。   

基礎疾患など児自身の要因による哺乳困難が疑われる場合には、原因の検索を早急に進

めるようにします。 

 

第第３３節節  診診察察  

 

１．身体的発育異常 

Point ! 
①① 体体重重増増加加はは分分娩娩施施設設退退院院時時かかららのの増増加加率率でで評評価価ししまますす。。  
②② 頭頭囲囲のの大大ききささにに加加ええ、、体体幹幹やや四四肢肢ののババラランンススのの評評価価もも重重要要でですす。。  

 
 出生時の在胎週数、初産/経産の別、計測値（身長、体重、頭囲、胸囲）、在胎期間と比べ

た体格(SGA(small for gestational age newborns)等）を確認し、１か月児健診の測定値

（身長・体重・頭囲）を乳幼児身体発育曲線（2010 年版）にプロットし、正常範囲（３～97
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パーセンタイル）に入っているかを評価します９～11)。早産・低出生体重児で生まれた児につ

いては、低出生体重児用の身体発育曲線を用いて評価します（第９章第１節参照）。 

体重増加は退院時（または２週間健診時）からの１日当たりの増加率で評価され、20-50g/

日が標準となります。体重増加不良を認めた場合、哺乳量の問題なのか、哺乳力が弱いのか、

その他の原因なのかを検討します。25g/日未満の場合はその後のフォローアップが必要です。 

頭囲の異常が無いか、頭部と体幹や四肢のバランスも確認します。 

 

２．外表奇形（形態異常） 

Point ! 
①① 着着衣衣をを外外ししてて全全身身をを観観察察ししまますす。。  
②② 外外表表奇奇形形（（形形態態異異常常））をを疑疑うう場場合合ににはは専専門門施施設設にに紹紹介介ししまますす。。  

 
大きな外表奇形（形態異常）は出生時に指摘されていることが多いですが、退院後に明ら

かになってくる異常所見もあります。着衣を外して、頭部、体幹、四肢のバランスを確認し、

さらに、頭部、顔面、眼、鼻、耳、口、頚部、上肢、下肢、臍部、外性器、腰背部、臀部、

咽頭・口腔内など、系統的に全身の診察を行いながら、外表奇形（形態異常）の有無を確認

します。 

 診察は可能な限り児が安静にしている状態で行い、保温、感染予防にも留意します。 

 

３．姿勢の異常 

Point ! 
①① 仰仰臥臥位位でで姿姿勢勢、、四四肢肢のの動動ききをを確確認認ししまますす。。  

 

 仰臥位では、上下肢は軽く屈曲して自由に動かし、手指は半ば開くか軽く握る状態とな

ります。頚部は左右どちらかを向くことが多く、時に向きを変えることが出来ます。 

明らかな反り返り（後弓反張）や下肢の伸展位は筋緊張亢進の所見です。四肢をだらりと

床面につけたままの姿勢（蛙肢位）の場合は筋緊張低下、フロッピーインファントが疑われ

ます。 

四肢の動きが極端に少ない、手足の動きに左右差がある場合は分娩麻痺や片麻痺が疑わ

れます。 

 

４．皮膚 

Point ! 
①① チチアアノノーーゼゼをを認認めめたた場場合合ににはは小小児児医医療療施施設設へへ紹紹介介ししまますす。。  
②② 黄黄疸疸をを認認めめたた場場合合ににはは閉閉塞塞性性黄黄疸疸やや母母乳乳性性黄黄疸疸等等ががああるるここととをを認認識識ししまますす。。  

 

49



15 

 チアノーゼの有無は口唇、口腔粘膜、爪床および安静時の SpO2で確認します。SpO2が 94％

以下の場合は緊急性のある徴候（第２部第３章１．緊急性のある徴候参照）です。チアノー

ゼ性心疾患、呼吸器疾患を念頭に速やかに対応します。 

 間接ビリルビン優位の黄疸は明るい黄色の皮膚色となりますが、閉塞性黄疸では直接ビ

リルビン優位のくすんだ黄色調の皮膚色となります。高度の黄疸、閉塞性黄疸が疑われる場

合には精密検査が必要になります。間接ビリルビン優位の黄疸としては、いわゆる母乳性黄

疸の頻度が高いですが、他の原因や疾患を除外する必要があります。 

 血管腫のうち、眼瞼や前額部のサーモンパッチ、頭部やうなじのウンナ母斑、やや盛り上

がった乳児血管腫（いちご状血管腫）は自然軽快が期待できます。ポートワイン母斑（単純

性血管腫）、海綿状血管腫は専門医への紹介も考慮します。その他では、白斑、カフェオレ

斑、頭部や前額部に好発する脂腺母斑をしばしば認めます。 

 皮膚炎の好発部位は顔面、頭部、腋窩、外陰部、臀部となり、認めた時はスキンケアを指

導するとともに、症状が強い場合は外用薬の塗布が必要になります。 

 

５．頭部 

Point ! 
①① 乳乳幼幼児児身身体体発発育育曲曲線線ににププロロッットトししてて、、頭頭囲囲のの大大ききささ、、変変化化をを評評価価ししまますす。。  
②② 頚頚部部のの後後ろろをを支支ええ、、頭頭部部をを軽軽度度挙挙上上ししたた姿姿勢勢でで、、頭頭部部全全体体をを診診察察ししまますす。。  

 

頭囲が 97 パーセンタイル以上が大頭、３パーセンタイル未満が小頭となります。変化を

みることも重要で、乳幼児身体発育曲線にプロットして評価します。家族性の場合もありま

すが、乳幼児身体発育曲線にプロットして評価します。増悪傾向があったり、大泉門の異常

や頭蓋骨縫合の異常を認めた場合は精密検査が必要になります。 

頭部の診察は、後頭部と頚部の後ろを支えながら、頭部を軽度挙上した姿勢で行います。

頭血腫などの腫瘤の有無、大泉門の大きさや性状、頭蓋骨縫合の状態、頭蓋骨の硬さ、毛髪

の生え方、頭皮の異常所見の有無などをみます。頭血腫の吸収はその過程で一旦骨化し硬く

なり１か月以上かかるのが普通です。頭部変形は向き癖による獲得性や一過性のものが多

く、頭蓋縫合早期癒合症（外科的治療が必要な場合があるもの）や病的なものは稀とされて

います。 

 
６．顔 

Point ! 
①① 特特徴徴的的なな顔顔貌貌をを認認めめたた場場合合ににはは小小児児医医療療施施設設にに紹紹介介ししまますす。。  
②② 目目のの診診察察でではは気気ににななるるこことと、、家家族族歴歴のの聴聴取取がが大大切切でで、、眼眼瞼瞼、、眼眼球球、、結結膜膜・・角角

膜膜をを確確認認ししまますす。。  
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顔は先天異常が現れやすい部位であり、何か特徴的な顔貌（characteristic face, Odd 

looking）かどうか、奇形（形態異常）症候群などを疑わせる所見がないかを確認します。

眼の位置や形態、耳介変形や低位、小耳、副耳、耳瘻孔、口の形状などの所見が重要です。 

目の診察に際しては、目に関する気になる症状や家族歴の有無を聴取します。眼瞼下垂等

の眼瞼の異常がないかを診た後、可能な限り開瞼させて、眼球の異常の有無を確認します。

上体を起こし軽く腹臥位傾向で支え上体を揺すると開眼します。ペンライトを使用すると、

角膜の大きさや混濁、白色瞳孔等の有無を診察し易くなります。眼脂の有無、結膜所見も確

認します。なお、固視や追視はみられず、眼球の共同運動は弱いため、斜視の診断は３か月

頃まで困難です。 

 口腔内の診察は最後に行うようにし、咽頭から口蓋の所見、歯肉、舌の所見などを確認し

ます。できるだけ口蓋垂まで確認します。軟口蓋裂や嚢腫、過剰歯、口腔カンジダ症などを

認めることがあります。 

口腔内の診察後には泣いてしまう児が多く、その泣き顔で左右差がある場合、顔面神経麻

痺や口角下制筋形成不全が明らかになることもあります。 

  

７．頚部 

Point ! 
①① 仰仰臥臥位位ににししてて、、頚頚部部のの傾傾ききやや腫腫瘤瘤のの有有無無をを確確認認ししまますす。。  

 

仰臥位の状態で頚部の診察を行います。左右差の有無、腫瘤や瘻孔の有無を確認します。

胸鎖乳突筋に腫瘤を認めた場合、頚部の可動性や傾きも評価しますが、斜頚等の精密検査が

必要になることがあります。 

また、頚部の皺の間は皮膚炎の好発部位で、多くは皮膚と皮膚の接触や乾燥不足で発生し

ます。広げて乾燥させるようなスキンケアを指導するとともに、皮膚炎を認めた場合など症

状が強い時は外用薬の塗布が必要になります。 

 

８．胸部 

Point ! 
①① 努努力力呼呼吸吸のの有有無無をを確確認認ししまますす。。  
②② 胸胸部部のの聴聴診診でではは心心雑雑音音のの有有無無、、心心拍拍リリズズムム、、おおよよびび喘喘鳴鳴のの有有無無をを聴聴取取ししまま

すす。。  
 

胸郭の形、努力呼吸（陥没呼吸、多呼吸等）の有無を診た後、聴診により、心音の速さ

（心拍数）、リズム不整や心雑音の有無を確認します。心雑音としては生理的末梢性肺動脈

狭窄による駆出性雑音など無害性雑音が多いものの、心雑音の性状や部位、体重増加も含め

た全身状態により精密検査を急ぐべきか判断します。 
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呼吸音の聴診では喘鳴やラ音の有無、左右差がないかを確認し、喘鳴を認めた場合は吸気

性か呼気性かも評価します。強い吸気性喘鳴がある場合は気道狭窄が疑われ、ラ音や含気に

左右差がある場合は、下気道感染症や無気肺等が疑われます。何れも精密検査が必要ですが、

全身状態や努力呼吸の有無により、早急に対応すべきかどうかを判断します。 

 

９．腹部・腰背部 

Point ! 
①① 腹腹部部膨膨満満をを認認めめたたととききはは、、排排便便のの状状況況もも確確認認ししまますす。。  
②② 皮皮膚膚洞洞がが臀臀裂裂よよりり上上ににああっったたりり、、腫腫瘤瘤やや血血管管腫腫をを伴伴っったた場場合合はは専専門門施施設設にに紹紹

介介ししまますす。。  
 

 視診で腹部膨満や皮膚の光沢・色調を、触診で緊満感や肝脾腫、腫瘤の有無を、聴診で腸

音、異常血管音の有無を確認します。腹部膨満を認めた場合は便の性状や回数、肛門の形状

や位置も確認します。腹部触診は嘔吐を誘発しやすいため、注意して行います。 

臍部では、臍ヘルニア、臍肉芽腫、臍膿漏や臍炎をしばしば認めます。臍ヘルニアは自然

治癒も期待できますが、大きなものでは綿球圧迫法が試みられることがあります。臍肉芽腫

は消毒に加え、ステロイド外用薬の塗布や硝酸銀による焼灼、大きい場合は結紮を要する場

合もあります。 

そけい部に腫大、腫瘤を認めた場合、そけいヘルニアが疑われます。外陰部や外性器の診

察では、男児では陰嚢水腫、停留精巣、尿道下裂を、女児では陰核肥大、陰唇癒合、高度の

色素沈着の有無を確認します。 

背部の診察は腹臥位で行い、皮膚所見、側弯の有無などを評価します。臀部では、おむつ

かぶれなどの皮膚炎の有無、臀部の形状、毛巣洞（先天性皮膚洞）などの有無を確認します。

毛巣洞は臀裂内の正中部に存在することが多く、一般的にはくぼみの底の部分も確認でき

ます。一方、くぼみが臀裂より上に存在するもの、毛が生えているもの、脂肪腫や血管腫を

合併する場合は二分脊椎を合併している可能性があり、脳神経外科と小児科のある専門施

設で精密検査を行う必要があります（紹介先は施設毎に要確認）。 
 

10．四肢 

Point ! 
①① 上上下下肢肢のの形形態態やや動動ききのの異異常常をを疑疑うう場場合合ににはは小小児児医医療療施施設設にに紹紹介介ししまますす。。  

 

上下肢とも、太さや長さ、皮膚色の左右差の有無、頭部や体幹とのバランスなどを確認し

ます。極端な左右差がある場合、精密検査が必要です。四肢の長さが頭部、体幹に比べて短

い場合は骨系統疾患等が疑われます。 
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手掌から指の診察では、手掌、手背の両面を診察します。手指は軽く握っていることが多

いですが、可能な限り、指・趾を開かせて、動きや形態異常の有無を確認します。 

上肢の動きに左右差がある場合、分娩麻痺や鎖骨骨折を疑います。C５～C７傷害の Erb 麻

痺では上肢挙上が、C８～T１傷害の Klumpke 麻痺では把握が障害されます。Erb 麻痺と

Klumpke 麻痺の所見が合併することもあります。下肢においては、骨盤位分娩に多い反張膝・

膝関節脱臼、発育性股関節形成不全、さらに、先天性内反足の有無も確認します。これらは

自然軽快する場合がありますが、１か月児健診時に所見を認めた場合は専門医の受診を勧

めます。 

 

11．神経学的異常 

Point ! 
①① 引引きき起起ここしし反反射射、、モモロローー反反射射はは筋筋緊緊張張やや神神経経系系のの異異常常ののススククリリーーニニンンググととしし

てて有有用用でですす。。  
 

筋緊張（筋トーヌス）の評価は児の姿勢に加え、上下肢の筋肉の弾性、関節可動域の亢進

や制限の有無などで行います。引き起こし反応（反射）を認めなかったり、水平横抱きで極

端な U字型となる場合は筋緊張の低下が、逆に引き起こし反射（反応）で体幹が棒のように

立ったり、水平横抱きで頭部や上下肢が伸展する場合は筋緊張の亢進が疑われます。 

引き起こし反射、モロー反射、Babinski 反射、把握反射などが所見を取りやすい原始反射

です。これらが減弱したり、逆に亢進したりする場合は、何らかの神経系の異常を疑います。 

ただ、児が強く啼泣している場合には反射がうまく出現しない場合もあり、状況や再現性

により判断します。 

 

12．発育性股関節形成不全リスク因子 

Point ! 
①① リリススクク因因子子ととししてて、、家家族族歴歴、、女女児児、、骨骨盤盤位位分分娩娩ががあありりまますす。。  
②② 診診察察所所見見でではは股股関関節節開開排排制制限限とと大大腿腿・・そそけけいい部部皮皮膚膚溝溝非非対対称称がが重重要要でですす。。  

 

発育性股関節形成不全（先天性股関節脱臼）の重要な所見は、ア. 股関節開排制限（床か

ら 20 度以上の制限）（図４）と、イ. 大腿皮膚溝、そけい部皮膚溝非対称（図５）があり

ます。さらに、ウ. 家族歴（血縁者の股関節疾患）、エ. 女児、オ. 骨盤位分娩(帝王切開

時の肢位を含む)がリスク因子になります 12,13）。アを認める場合、または、イからオのうち

２項目以上認める場合には、専門医療施設で精密検査を受けることが推奨されています。 

下肢を強く伸展させ過ぎたり、開排手技を過度に繰り返したりすると股関節を傷めるこ

とがあるため、注意して診察します。 

発育性股関節形成不全は予防が非常に重要で、以下の様な指導を行います。 
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・股関節が開きやすいような、着衣、寝かせ方、抱っこの仕方（コアラ抱っこ）を勧めます。 

・向き癖が強い場合には、向き癖と反対側の脚が立て膝状態になり、股関節が開きにくくな

るため、体位変換をしたり、向き癖と反対側からかかわったりするようにします。 

・M 字型開脚での両脚の自由な動きを妨げない。両脚を長時間伸展位にくるまない扱いが重

要です。 

日本整形外科学会、日本小児整形外科学会では啓発用のパンフレット*を作成し、発育性

股関節形成不全の予防対策を勧めています。 

 

 

*日本小児整形外科学会 HP（http://www.jpoa.org/）よりダウンロード可能   

 

13．その他の異常 

Point ! 
①① 臀臀部部やや大大腿腿内内側側ななどどのの目目立立たたなないい部部位位にに傷傷痕痕ななどどががああるる場場合合はは児児童童虐虐待待をを疑疑

いいまますす。。  
 

 身体診察においては、児童虐待を疑わせる所見の有無の確認も必要です。所見としては傷

痕、打撲痕、出血斑、火傷痕等が重要で、目立たない部位である臀部や大腿内側の皮膚など

を特に注意して診察します。育児の状況としては、体重が順調に増加しているか、皮膚を清

潔に保てているかも重要な所見です。 

 また、１か月の間に繰り返し受診歴がある場合には、免疫不全による易感染性や、保護

者のメンタルヘルスに問題がある可能性なども検討する必要があります。  

左側股関節は床から 35 度（20 度以上）
までしか開かず、開排制限を認めます
（日本小児整形外科学会 HP より一部改
変）。 

左そけい部と大腿中央部に深く長
い皮膚溝を認めます（日本小児整
形外科学会 HP より一部改変）。 

図４ 股関節開排制限 図５ 皮膚溝非対称 
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14．新生児聴覚検査 

Point ! 
①① 新新生生児児聴聴覚覚ススククリリーーニニンンググ検検査査でで要要再再検検（（リリフファァーー））だだっったた場場合合ににははそそのの後後

のの対対応応状状況況をを確確認認ししまますす。。  
 

新生児聴覚検査として、スクリーニング検査である自動 ABR や OAE 等が多くの医療施設

で入院中に行われています。医療施設退院時に一側でも要再検（リファー）と判定された児

は、生後３週間以内に、尿検体によって、先天性サイトメガロウイルス感染症について検査

する必要があります。尿検査陽性は２か月以内、陰性の場合は遅くとも３か月以内を目途に

専門医療施設での精密検査を行う必要があります。 

新生児聴覚検査とその後の診療の流れに関しては、自治体毎に対応方法が異なっている

ため、その方法に則って対応する必要があります。 

一方、新生児聴覚検査を受けていない（希望しなかった）場合は、突然の音に対する反応

で大まかに確認します。しかし、この方法のみでは難聴の早期発見は困難であり、音への反

応が気になる場合は専門医療施設での検査が必要になります。 

 

15．先天性代謝異常等検査の結果説明 

Point ! 
①① 先先天天性性代代謝謝異異常常等等のの検検査査結結果果をを説説明明ししまますす。。  
②② 要要再再検検、、精精密密検検査査のの児児でではは再再検検査査のの実実施施のの有有無無やや受受診診予予定定をを確確認認ししまますす。。  

 
先天性代謝異常等検査（新生児マススクリーニング）として、現在、公費補助によって 20

疾患が検査されています。検査体制は都道府県によって異なっているものの、多くの場合、

検査センターで検査が行われ、異常値の場合に検体を提出した医療施設に再検査の連絡が

行きます。極端な異常値の場合は、大学病院等の精密検査実施医療施設にも連絡があること

が多く、児は直接、そちらを受診して精密検査が行われます。 

多くの児はスクリーニング陰性のため、１か月児健診で結果を説明します。再検査、精密

検査となった児では、再検査の実施の有無や今後の受診予定、さらに異常が疑われる疾患の

症状の有無について、診察所見も含めて確認します。 

 

16．便色カード 

Point ! 
①① 便便色色カカーードドをを用用いいてて、、問問診診ままたたはは肉肉眼眼でで便便色色をを確確認認ししまますす。。  

 

胆汁うっ滞による閉塞性黄疸を来す場合、便の色調が薄くなって灰白色便を呈すること

から、便色カードを用いてスクリーニングを行うことが出来ます。母子健康手帳には便色カ

ードが添付されており、便色カードが１～３番の便の色、つまり、白色からクリーム色の便
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の場合、もしくは４番でも徐々に薄くなってきている場合は異常と判定します。医師等は可

能な限り肉眼で便色を確認するとともに、眼球結膜、皮膚の色調を評価します。閉塞性黄疸

では直接ビリルビン有意の黄疸となるため、くすんだ黄色調の皮膚色となります。 

特に胆道閉鎖症は早期の治療介入が必要なため、閉塞性黄疸が疑われた場合は、早急に

専門医療施設で精密検査を行う必要があります。１か月児健診時には、便色は、灰白色に

なることは稀で、多くは淡黄色ないし黄土色になることが多く、また正常ではほぼ無色透

明の尿の色が黄色調に濃くなることで、気付かれることもあります。疑わしい場合は、経

過を見ないで採血か採尿を行い、直接ビリルビン値か尿中硫酸抱合型胆汁酸値が高値なら

（小児外科か小児消化器科の）専門施設を紹介しましょう。 

 

17．ビタミン K2の投与 

Point ! 
①① ビビタタミミンン KK22 のの内内服服状状況況をを確確認認しし、、３３かか月月法法ででははそそのの後後のの予予定定もも伝伝ええまますす。。  
②② 授授乳乳方方法法もも確確認認しし、、母母乳乳栄栄養養のの場場合合ににはは母母親親のの食食事事指指導導もも重重要要でですす。。  

 

ビタミン K 欠乏性出血症は主として生後３週間から２か月の間に多く、母乳栄養児や胆

汁うっ滞児でリスクが高くなります。突然の頭蓋内出血として発症する場合もあることか

ら予防が重要であり、現在はビタミン K2の予防投与が行われています。 

ビタミン K2の投与方法としては、生後０日、５日（退院前）、１か月児健診時にビタミン

K2を内服する３回法が従来から行われていました。しかし、３回法で出血を予防できなかっ

た症例の報告もあることから、近年は入院中の２回に加えて、それ以降、生後３か月まで週

１回、ビタミン K2 の内服を行う３か月法を採用する施設も多くなっています。いずれの方

法でも、１か月児健診時のビタミン K2 の内服状況を確認します。さらに、３回法では、特

に母乳栄養の場合、母親の食事指導（緑黄色野菜などビタミン Kの多い食事摂取）を行い、

３か月法ではその後の内服予定を確認します。なお、１か月児健診時に人工栄養が主体（お

おむね半分以上）の場合には、それ以降の予防投与を中止しても構わないとされています。 

 

第第４４節節  判判定定ににつついいてて  

  

 １か月児健診の標準化、質の向上（精度管理）の観点から、実施医療機関間での判定基準

にばらつきが生じないように医師は心掛ける必要があります。１か月児健診の判定結果に

基づいた事後指導が、その後の乳幼児健診（４か月児健診、１歳６か月児健診等）の判定結

果に与える影響等を検討することで、１か月児健診の重要性がさらに高まるものと思われ

ます。判定には、乳児の健康の保持及び増進、重篤な身体疾患の早期発見に視点を置いた医

師の所見による判定と、健康を決定する社会的要因の評価や育児相談支援に対する子育て

支援の必要性の判定があります。 
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（１）医師の所見による判定 

 診察後は所見に基づいて判定を行います。判定には異常なし、既医療、要経過観察、要紹

介（要精密・要治療）のパターンがあります。判定の例示を表１に示します。 

１．異常なし：診察や問診で所見がなく、疾病の疑いがないもの。 

２．既医療：健診日より前に診断された疾病や所見を、問診等から把握したもの。 

３．要経過観察：診察や問診等で疾病の疑いがあり、医療機関や行政等で経過観察の必要 

があるもの。 

４．要紹介：診察や問診等で所見があり、医療機関で精密検査が必要なもの（要精密）。 

診察や問診等で所見があり、医療機関で治療が必要なもの（要治療）。 

 

表１ 判定の例示 

既医療 

心雑音、口唇裂・口蓋裂 

要経過観察 

 体重増加不良、斜頚、血管腫、色素異常、臍ヘルニア 

要紹介（要精密） 

 黄疸、姿勢の異常（フロッピーインファント等）、特異的顔貌、目・耳の異常、頭

部の異常（頭囲拡大、小頭症、縫合異常等）、心雑音、呼吸の異常（喘鳴等）、そけ

いヘルニア、外性器の異常、便色カード１～３番、発育性股関節形成不全 

要紹介（要治療） 

 鼻涙管閉塞、臍炎、発育性股関節形成不全、先天性内反足 

 

（２）子育て支援の必要性の判定 

１か月児健診の目的のひとつである乳児の健康の保持及び増進には、乳児の身体疾患の

早期発見のみならず、乳児の健康を決定する社会的要因の評価が大切です。健康を決定する

社会的要因には、保護者の心身状態、住宅環境、経済的困窮の有無、喫煙者の有無、事故防

止の対策などが含まれます。特に保護者の睡眠状態や、産後うつの有無の確認は、１か月児

健診でも確認が必要です。母子健康手帳から妊婦健診、産後２週間健診の保護者の状態や、

エジンバラ産後うつ病自己評価票（EPDS)の値などから評価を行います。心配事の有無も直

接尋ね、さらに、産後の体の回復のために、たんぱく質やミネラル、ビタミンなどの食事摂

取ができているかも確認が必要です。問診票から抽出された情報や診察時の会話や仕草か

ら、子育て支援の必要性の判定を行い、健診票に記入します。 

 判定は、１. 特に問題なし、２. 保健師による支援が必要、３. その他の支援が必要、か

ら選択します。保健師による支援とは、育児相談、生活相談を示し、その他の支援とは、管

理栄養士・栄養士による栄養相談や、医療機関による産後のメンタルヘルス支援や、要保護

児童対策地域協議会（要対協）等による支援対象児童等（要保護児童もしくは要支援児童及

びその保護者）への対応を示します。 
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第第２２部部  １１かか月月児児健健康康診診査査時時にに注注意意すすべべきき項項目目    

第第１１章章  健健康康をを決決定定すするる社社会会的的要要因因（（SSoocciiaall  ddeetteerrmmiinnaannttss  ooff  hheeaalltthh：：SSDDHH））のの評評価価  

 

 人間の健康は、個人の資質や生活習慣だけで決定されるものではなく、その人が置かれた

周囲の環境や社会構造に大きく影響されます。健康を決定する社会的要因（Social 

determinants of health：SDH）とは、個人を取り巻く環境に存在する心身の健康に与える

因子を指し、健康格差の主因となります。こどもに最も影響する SDH は、保護者・家庭です。

保護者・家庭の因子としては、心身の健康状態、経済状況、生活習慣、嗜好などがあげられ

ます。これらの因子には、健康促進につながる「保護因子」と、健康を損なう「リスク因子」

があります（表２）。健診を行う際には、特に保護者・家庭の SDH に注目し、保護因子の促

進、リスク因子の低減につながる介入を心がける必要があります。 

 

表２ こどもの健康促進につながる保護因子とリスク因子  

  保保護護因因子子  リリススクク因因子子  

保保護護者者((親親))  必要時に誰かに支援を求めること

ができる、支援を得られる社会的

つながりがある、ペアレンティン

グの知識がある、こどもの発達に

関する知識がある 

保護者としての機能不全(薬物使

用、家庭内暴力、精神疾患)、離婚・

別居、ペアレンティングの知識が

ない、貧困 

家家庭庭  物理的・社会的・情緒的に安定した

家庭環境 

家庭内の喫煙、飲酒、薬物使用、物

理的・社会的・情緒的に不安定な家

庭環境 

ココミミュュニニテティィ  安全な近隣、安全で質の高い学校、

安全な住居、栄養価の高い食料へ

のアクセス、医療ケアへのアクセ

ス 

安全が充分に担保されず、レベルが一定
基準に達していない学校、安全でな

い近隣、安全でない住居、食料不

足、乏しい雇用機会、乏しい移動手

段、乏しい医療ケアや社会資源へ

のアクセス 

 

  

第第１１節節  親親子子関関係係のの評評価価    

 

 保護者が落ち着いた状態であるかが重要なポイントです。保護者の表情、赤ちゃんへの声

かけや、赤ちゃんをあやす様子、抱っこする様子などを観察します。「赤ちゃんとの生活は

どうですか？」などとたずね、赤ちゃんに対する気持ちを聴取します。赤ちゃんと一緒にい

ても楽しそうでない、抱きしめたり視線を合わせたりしない、「赤ちゃんが嫌い」と否定的

（文献 14 より引用改変） 
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なことを言う、赤ちゃんを見る目が険しい、家族のことを話したがらない、赤ちゃんに対す

る過度の不安や無関心、衣服やおむつの清潔が保たれていない、外傷痕があるなど、虐待ま

たは不適切な扱い（マルトリートメント）が疑われる状況には、特に注意を払うようにし

ます 15）。 

 
第第２２節節  両両親親とと家家族族のの健健康康評評価価  

    

 母子健康手帳・問診票から、出産の状況、精神疾患を含めた母体合併症と治療の状況、感

染症などの情報を把握し、不足している対応がないかを確認します。出産の疲れが癒えない

まま子育ては始まります。睡眠不足や慣れない授乳、産後のホルモンバランスの変化など、

母親の心身が不安定になる時期です。父親（パートナー）や祖父母、知人など、周囲の援助

が得られる状況であるかを確認します。母親だけでなく、父親（パートナー）にも産後うつ

のリスクはあります。母親に対してだけでなく、父親（パートナー）へのエンパワーメント

も必要です。 
※母子健康手帳による確認項目 

出産の状態 早産、多胎、分娩異常（緊急帝王切開、胎盤早期剥離など）、新生児仮死など 

母体合併症（妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病や甲状腺疾患等） 

母親の精神疾患 

母体感染症（B型肝炎、C型肝炎、HTLV-1、風疹、梅毒等） 

常用薬、過去の妊娠歴（死産など） 

 

第第３３節節  生生活活環環境境のの評評価価      

  

 母子健康手帳・問診票、医師やメディカルスタッフによる聴き取りから、家庭の経済状況、

雇用状況、居住環境、家族の構成人数（きょうだいの有無を含む）などを確認します。養育

困難が予想される状況（経済的困窮、ひとり親、家庭内不和、援助者不在など）がないかを

確認し、必要に応じてこども家庭センター等の自治体の担当窓口につなぐようにします。保

護者の養育の知識やスキルについても、把握する必要があります。また、同居の家族の喫煙

などのリスク因子、父親（パートナー）の育児休暇の取得、母親の復職（復学）予定の確認

をしておくようにします。 
※母子健康手帳による確認項目 

母親の年齢（若年出産、高齢初産）、保護者（父親（パートナー）が空欄）、職業（不安定な

就労、経済的困窮） 

妊婦自身の記録（全く記載がないもの） 

妊娠中の経過（分娩時が初診、初回健診時期が妊娠中期以降など） 

喫煙・飲酒の習慣  
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第第４４節節  事事故故予予防防のの評評価価    

  

 問診票から、赤ちゃんの睡眠環境への配慮や、転落などの事故予防への意識を確認します。

仰向け寝を推奨し、窒息の可能性のある柔らかい寝具を避ける、ベッドにおもちゃを置かな

い、上方に物を吊るさないなどの具体的な対応を説明します。自動車のチャイルドシートに

ついては、当該月齢に対応していることを確認の上、助手席に設置しない、後部座席に後ろ

向きに取り付け、ハーネスを止めるなどの説明をします。 
 

第第５５節節  そそのの他他    

  

 メディア（SNS、インターネット）との関わりについての啓発が重要です。授乳の際にテ

レビや動画を見ることや、スマホの操作をしないよう伝えます。赤ちゃんについては、２歳

までのメディア接触を控えるよう、あらかじめ伝えておきます 16）。 
家庭を取り巻く地域（コミュニティ）の状況、医療資源へのアクセス、産後ケア事業や託

児施設、子育て支援施設、福祉サービスの状況を把握しておくことも重要です。 
 

第第２２章章  栄栄養養  

 

 授乳は赤ちゃんに栄養素等を与えるとともに、親子の絆を深め、赤ちゃんの心身の健やか

な成長・発達を促す上で極めて重要です。 

母子にとって母乳は重要としつつ、母子の健康状態等の理由から人工乳を選択する場合

もあり、授乳の支援に当たっては母乳だけにこだわらず、必要に応じて人工乳を与える等、

適切な支援を行うことが必要です。健診を実施する医師は、母親等と赤ちゃんの状態を把握

しながらあせらず授乳のリズムを確立できるよう支援します。 

 ビタミン D 欠乏の乳児が増しており、ビタミン D 欠乏を予防する啓発・教育活動も重要

です。ビタミン D の生合成には紫外線の作用が必要であるため過度の日焼け止めの使用を

行わないこと、ならびに、天然型ビタミン D のサプリメント 10μｇ（400ＩＵ）/日の使用

を１か月児健診であらためて伝えます。 

 

母乳育児 

 短期的な利点として、感染症予防や乳幼児突然死症候群（SIDS）発症リスクの低下があり、

長期的な利点として、認知能力の向上、社会的行動の改善、２型糖尿病や白血病罹患リスク

の低下、自閉スペクトラム症発症リスクの低下などがあげられています 17）。 

 日本でのデータから母乳の利点をみると、生後６～30 か月の児が川崎病により入院する

リスクの低下 18）、生後６～42 か月の児が気管支喘息により入院するリスクの低下 19）、RS ウ

イルス細気管支炎で入院した場合、母乳だけで育てられている児は、人工乳主体の児よりも
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入院期間が短縮される 20）、生後 18～42 か月児の気道感染や下痢による入院を減少させるこ

とが報告されています 21）。母親と児の周囲で感染症が流行している場合、母親の腸管内に

侵入した病原体はパイエル板 M 細胞から取り込まれ、樹状細胞を介して CD4 陽性細胞に抗

原提示されます。その結果、B 細胞は分泌型 IgA 抗体を産生するようになり、胸管や血管系

を経て乳腺に定着し、母乳中に分泌型 IgA 抗体を分泌します 22）。つまり、児は母乳を飲む

ことで自然と周囲で流行している感染症の特効薬をもらうことになります。 

赤ちゃんが欲しがるサインや、授乳時の抱き方、乳房の含ませ方等について伝え、適切に

授乳できるよう支援します。また、母乳が足りているか等の不安がある場合は、赤ちゃんの

体重や授乳状況等を把握するとともに、母親の不安を受け止めながら、自信をもって母乳を

与えることができるよう支援します。 

 

母親に対する母乳の利点 

 母乳で育てることで得られる短期的効果には、子宮復古、授乳による無月経、体重減少、

産後うつの軽減、ストレス・不安の軽減があげられています。長期的には乳がん、卵巣がん、

子宮体がんなどの発症率減少、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満、メタボリックシンド

ロームなどの発症率減少、関節リウマチやアルツハイマー型認知症、多発性硬化症の発症率

減少などがあげられています 23）。このような情報は、児の栄養方法を決めるうえで重要で

あり、妊娠中のうちに伝えておく必要があります。 

 

混合栄養 

 混合栄養は、母乳分泌不足、母親の健康上の要因、疲労等、母親が何らかの理由で母乳を

十分に与えられない場合、母乳と人工乳を合わせて与える方法です。母乳分泌が十分ある母

親が夜間に人工乳を与えて、直接授乳の間隔があきすぎると、乳腺炎や乳管閉塞のリスクに

なるので注意が必要です。また、母乳が足りないように感じて人工乳を与える場合もあるた

め、体重増加が良好で、人工乳を減らすことができると判断した場合は、母乳育児に精通し

た助産師や小児科医等と相談することも検討してください。 

 母乳を少しでも与えているなら、母乳育児を続けるために人工乳を有効に利用するとい

う考え方に基づき支援します。母乳の出方や量は異なるため、混合栄養の取り入れ方につい

ては、母親の思いを傾聴すると共に、母親の母乳分泌のリズムや赤ちゃんの授乳量等に合わ

せた支援をします。人工乳の使用方法や飲み残しの取扱等について、安全に使用するよう伝

えます。 

 

人工栄養 

 人工栄養においては、１回ごとの厳密な授乳量や授乳間隔にとらわれることは、育児不安

の原因となります。赤ちゃんの欲しがるサインや、授乳時の抱き方、哺乳瓶の乳首の含ませ

方等について伝え、適切に授乳できるよう支援します。生後１か月頃の児は、反射として吸
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啜するため、満腹でも与えれば与えるだけ人工乳を飲むこともあります。通常は 200 mL/kg/

日を上限の目安とするように伝えます 24）。なお、授乳を通して、親子のスキンシップが図

られるよう、しっかり抱いて、優しく声かけを行う等の温かい触れ合いを重視するように伝

えます。 

 

乳児用調製粉乳を調乳する際の注意点 

哺乳瓶の消毒方法には主に３つあります。１）煮沸消毒：大きめの鍋にお湯をわかして、

哺乳瓶をいれます。乳首は３分くらい、それ以外の部分は５分くらいで取り出します。２）

消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）を用いる方法：この薬液に一定時間哺乳瓶をつけて消毒し

ます。おわったらそのまま水気をとって終了です。専用容器と薬剤の購入が必要ですが火傷

の心配はありません。３）電子レンジ消毒：最近は電子レンジ消毒専用の容器・袋が販売さ

れています。その中に規定量の水と哺乳瓶をいれて電子レンジで加熱します。加熱時間・

ワット数は説明書をよく読んでください。高温になるので、電子レンジから取り出すのはあ

る程度時間をおいてからにしましょう。 

 Cronobacter sakazakii は健康な人に病気を起こすことはほとんどありませんが、新生児

から乳児では髄膜炎や腸炎を起こす可能性があるため、調乳に際して注意が必要です。具体

的には、授乳の直前に 70℃以上のお湯で調乳し、人肌に冷ましてから与えます。なお、液

体ミルクは無菌であるため、加熱の必要はありません。 

 液体ミルク：液体ミルクは災害時の備えとして広まっています。常温での保管が可能であ

り、調乳の手間を省くことができ、赤ちゃんが欲しがるときすぐに与えることができます。

液体ミルクを取り扱う際に注意すべき点として、製品により、容器や設定されている賞味期

限、使用方法が異なります。使用する場合は、製品に記載されている使用方法等の表示を必

ず確認することが必要です。 

 

第第３３章章  見見逃逃ししててははいいけけなないい徴徴候候・・疾疾患患  

  

１.緊急性のある徴候 

 １か月児健診であったとしても、来院時の症状、身体所見によっては、緊急対応を要する

場合があります。 

 バイタルサインとしては、多呼吸（呼吸数 60 回/分以上）、頻脈（180 拍/分以上）もしく

は徐脈（60 拍/分未満）、SpO2低下（95％未満）、発熱（37.5℃以上）25）などを認める場合は

注意を要します。 

 さらに、身体所見としては、努力呼吸（多呼吸、陥没呼吸など）や喘鳴、含気低下など呼

吸困難症状、チアノーゼ、末梢循環不全を認めた場合は早急な対応が必要になります。脱水

の場合は、ツルゴールの低下、大泉門陥凹などを認めます。著明な肝脾腫大は心不全、肝疾

患、腫瘍の精密検査が必要になります。 
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 多発外傷や栄養障害では、症状に応じた対応とともに、必要に応じて虐待の鑑別が必要と

なります。 
 

２.緊急性のある疾患 

 上記の様な徴候を来す疾患のうち頻度の高いものに、急性感染症があります。細菌性髄膜

炎、敗血症、尿路感染症、肺炎、気管支炎などでは、呼吸障害、チアノーゼ、発熱、活気低

下を呈します。なお、感染症の原因病原体としては、RS ウイルス、パレコウイルス、Covid-

19 などのウイルス、B 群溶連菌、ブドウ球菌、大腸菌、インフルエンザ桿菌、肺炎球菌など

の細菌が重要です。 

 さらに、先天性疾患でも早期新生児期には症状がはっきりせず、その後、心不全が進行す

るもの、喉頭・気管・気管支軟化症や気管狭窄症などの呼吸器疾患も体重増加とともに症状

が悪化してくるものがあります。 

消化管疾患としては、肥厚性幽門狭窄症は１か月前後の発症頻度が高く、短域型の

Hirschsprung 病では徐々に腹部膨満が増強し、嘔吐や排便障害を来してくる場合もありま

す。嘔吐を来す疾患としては、消化管アレルギーも念頭に置く必要があります。 

 

３．早期診断、早期治療が必要な疾患 

第１部の第３章で取り上げた新生児代謝異常等検査の陽性例、聴覚スクリーニング要再

検例における先天性サイトメガロウイルス感染症、重症黄疸や閉塞性黄疸（胆道閉鎖症等）

では、早期診断、早期治療が重要です。 

感染症を繰り返している児においては、免疫不全症の可能性を疑います。 

 眼科的疾患に関しても、白色瞳孔・猫目、角膜混濁、瞳孔の異常、瞳孔領白濁、眼球や角

膜の左右差などを認めた場合、その後の視機能に大きく影響する疾患（網膜芽細胞腫、先天

緑内障、先天白内障、眼底疾患など）の所見である場合があります。１か月児健診では、家

族の情報聴取に加え、眼科診察ではペンライトを使用し、外眼部や前眼部の異常徴候を検出

することが望ましいとされています。近年、検影器を用いて眼底からの赤い反射を観察する

red reflex 法（検影法）が、白内障や眼底疾患のスクリーニングに有用であると報告され

ています 26）。 

 

４．徴候から早期診断・治療に結びつく可能性のある疾患 

 筋緊張低下は様々な疾患の症状として重要であり、１か月児健診で確認し対応すること

は、その後の診断や治療、療育に結びつく可能性があります。ダウン症（21 トリソミー）や

プラダーウィリー症候群、さらに、脊髄性筋萎縮症など様々な神経筋疾患なども、この時期

に異常を指摘されて診断に至る場合があります。 
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５．指導により予防できる疾患 

 向き癖が強い場合、頭蓋や顔面の変形に加え、発育性股関節形成不全が進行、増悪する可

能性があります。また先天性筋性斜頚による頭蓋や顔面変形を予防する必要があります。リ

スクを評価して適切に専門医療施設につなぐことに加え、適切な体位変換、M字型開脚の姿

勢やコアラ抱っこ、下肢の動きを制限するような着衣を避けるなどの指導によって、疾患を

予防する事が大切です。 

 さらに、うつ伏せ寝を避けたり、家族の禁煙を指導したりするなど、乳幼児突然死症候群

（SIDS)のリスクとなる要因を減らすことも重要です。 
 

第第４４章章  睡睡眠眠衛衛生生指指導導  

 

赤ちゃんの睡眠 

 生後すぐの赤ちゃんは、体内時計がうまく機能していませんので、地球の時間に合わせた

自然な覚醒―睡眠のリズムは整っていません。人はレム睡眠（浅い眠り）とノンレム睡眠（深

い眠り）を繰り返していますが、生まれたばかりの赤ちゃんはレム睡眠が多いため、すぐに

起きてしまいます。ノンレム⭠⭢レム睡眠の周期は 40～50 分と言われており、総睡眠時間は

15 時間前後になります 27)。覚醒―睡眠リズムは、生後７週前後に形成され始め、生後８～

11 週で８割の赤ちゃんがリズムを獲得します。つまり、生後３か月ぐらいから、昼間に起

きていることが多くなり、ノンレム睡眠が多くなると昼夜の区別がつくようになってきま

す。１か月児健診のときに、図６に示すような生後間もなくから１歳ぐらいまでの赤ちゃん

の覚醒―睡眠リズムを保護者に示してあげると、見通しがたつかもしれません。覚醒―睡眠

リズムを獲得するためには、“光”と“音”が大切です。朝の光を浴びることと、夜間の授

乳時には、部屋を明るくせず間接照明を使用することを勧めます。日中の炊事や洗濯などの

生活音も覚醒―睡眠のリズムを得るためには必要になります。妊娠中から保護者に赤ちゃ

んの覚醒―睡眠リズムについて伝えておくと、出産から１か月児健診受診までの慌ただし

い日々の中で保護者も安心して育児ができます。 

 

保護者の睡眠 

 赤ちゃんの覚醒―睡眠リズムが保護者の覚醒―睡眠リズムに影響を及ぼします。保護者

は赤ちゃんの授乳やおむつ交換などの世話のために夜間に頻回に睡眠の中断を余儀なくさ

れ、疲労が溜まってきます。母親が妊娠の前の状態に戻る産褥期の終わり頃（６週前後）が、

母親の睡眠時間は最も減少し、入眠潜時（寝付くまでの時間）も長くなります。赤ちゃんが

覚醒―睡眠リズムを獲得し始める産後 10 週頃より急速に母親の睡眠リズムは改善し、24 時

から５時頃にかけては 80～90％の母親は眠ることができるようになります 28)。睡眠不足の

持続は、産後うつとの関係性が指摘されています 29)。保護者に関する睡眠についても、妊

娠中から睡眠の重要性、赤ちゃんの覚醒―睡眠リズムの獲得に関する知識、産後の睡眠障害
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や睡眠不足とうつ状態の関係性など睡眠教育を行うことが、産後の睡眠、寝つき、抑うつの

改善をもたらすことが指摘されています 29)。

図６ 乳幼児期の睡眠・覚醒リズムの発達（文献 30 を引用改変）

母親の記録した睡眠時間の月齢による変化（黒線）

第第５５章章 新新生生児児期期にに認認めめらられれるる疾疾患患 

 

「診察」や「見逃してはいけない徴候・疾患」で触れなかったものを中心に、１か月児健

診時に認める頻度の高い疾患を挙げます。

（１）皮膚疾患

①皮膚炎

脂漏性湿疹は皮脂分泌が多い頭皮や眉間、額に好発し、鼻、頬、外耳道、耳介後部にも出

現します。よだれかぶれは口周囲から顎に、おむつ皮膚炎はおむつで覆われた部位に好発し
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図６ 乳幼児期の睡眠・覚醒リズムの発達

母親の記録した睡眠時間の月齢による変化（黒線）
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ますが、発赤に留まるものから、重症化してびらんを認める場合もあります。また、外陰部

にも広がる紅色丘疹はカンジダ皮膚炎を疑います。皮膚を清潔に保つことを基本に、症状に

応じて外用薬を塗布します。 

発赤を伴った水疱（一部、びらん）を認めた場合は、伝染性膿痂疹やブドウ球菌性熱傷様

皮膚症候群（SSSS）の可能性があります。 

②色素異常 

蒙古斑は臀部や背部に認める青色色素斑で、多くは成人までに消退します。四肢・体幹等

に認める場合は、異所性蒙古斑と呼びます。太田母斑は顔面の三叉神経領域に出現し、自然

退色傾向はありません。茶褐色色素斑が多発している場合は神経線維腫症１型（von 

Recklinghausen 病）の鑑別が必要になります。 

その他、色素性母斑、白斑、脱色素斑なども、多発したり、広範に認めたりする場合は全

身性疾患が疑われます。 

 

（２）目、口、耳の異常 

①目の異常 

「見逃してはいけない徴候・疾患」で挙げた眼疾患のスクリーニングが重要ですが、その

他、頻度の高いものとして、眼脂があります。多くは鼻涙管狭窄に伴うものであり、清浄綿

での清拭と鼻根部マッサージでほとんどが軽快します。一方、結膜充血を伴っている場合は、

感染性結膜炎が疑われます。 

②口の異常 

明らかな口唇・口蓋裂は既に診断されているはずですが、口蓋垂裂や口蓋の菲薄化などが

あった場合は粘膜下口蓋裂が疑われます。舌小帯短縮症は哺乳障害が無い限りは経過観察

でよく、上唇小帯短縮症も自然軽快が期待できます。上皮真珠は歯肉に生じる小丘疹で、自

然消退します。先天歯が萌出し、哺乳に影響する場合には抜歯も検討します。 

③耳の異常 

折れ耳、埋没耳、たち耳などの耳介変形は生後早期であれば保存的治療が可能な場合もあ

ります。また、副耳の治療を希望する場合も形成外科や耳鼻咽喉科を紹介します。 

耳前瘻孔は治療を要しませんが、その後の経過中に感染を合併することがあり、その際は

耳鼻咽喉科を受診するよう伝えておきます。 

 

（３）心雑音 

 病的心雑音と無害性心雑音がありますが、心雑音に加え、多呼吸やチアノーゼ、体重増加

不良などを認めた場合は、速やかに小児循環器科を紹介します。比較的頻度の高いものとし

て末梢性肺動脈狭窄があり、全身状態は良好で、収縮期に胸骨左縁上部（左鎖骨下部）から

腋窩・背部に放散する駆出性雑音を聴取します。この場合は基本的に経過観察で構いません

が、それ以外の部位、性状の心雑音の場合は、１か月以内を目安に小児循環器科を紹介しま
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す。なお、心雑音の有無に関係なく、パルスオキシメーターによるスクリーニング評価は、先天

性心疾患の発見に有用とする意見もあります 31）。また、先天性心疾患の中には、新生児期には気づ

かれず１か月児健診で初めて心雑音が指摘される場合もあります。 

 

（４）腹部・腰背部の異常 

①腹部膨満 

 器質的疾患の鑑別のためには、膨満の程度、緊満感、肛門の形状、哺乳・体重増加、さら

に排便回数や便の性状を確認します。空気嚥下症（呑気症）でも著明な腹部膨満を来す場合

があり、排気のタイミングや肛門刺激などの指導を行います。 

②下腹部の腫大 

 そけい部の腫大・隆起で最も多い原因はそけいヘルニアであり、触診で脱出内容に触れ、

圧迫により腹腔内に還納されれば診断は確定します。還納できたとしても、早めに小児外科

を紹介します。女児で腫大部位に小腫瘤を触れた場合は、卵巣の脱出が疑われます。 

③臍の異常 

臍肉芽腫と考えられていた場合でも、難治性だったり、浸出液が多い場合は臍ポリープ、

尿膜管遺残症等の可能性があり、小児科か小児外科を紹介します。また、臍帯脱落遅延を認

めた場合には免疫不全の可能性があり、臍炎や他の皮膚感染症を伴った場合は小児科を紹

介します。 

 

（５）泌尿生殖器の異常 

陰茎が腹側へ極端に折れ曲がっていたり、外尿道口の位置異常を認めたりする場合、尿道

下裂を疑い、泌尿器科か小児外科を紹介します。 

陰嚢水腫の診断には透光試験が有用です。多くは２歳までに軽快するため、経過観察とし

ます。 

 

（６）その他 

 比較的軽微な形態異常（小奇形）でも、３つ以上合併した場合は何らかの先天的要因が疑

われます。そのため、紹介する際には、形態異常の専門領域に加え、小児科への紹介を行う

ことが勧められます。 

 

第第６６章章  １１かか月月児児健健康康診診査査のの留留意意事事項項  

第第１１節節  １１かか月月児児健健診診をを起起点点ととすするる子子育育てて支支援援  

 

 自治体向け１か月児健診の留意事項として、「通知」において「委託先の医療機関と連携

を密に行うとともに、健康診査の結果等の情報の活用などにより伴走型相談支援の効果的

な実施につなげること。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであ
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ることに留意し、こども家庭センター等の関係機関とも連携しながら、必要な支援体制の整

備を行うこと。」と記されています。１か月児健診を起点とし、生後２か月からの予防接種

の機会などを活用し、全例を対象に健診における評価が継続した子育て支援につながるこ

とが期待されています。 

 月１回の予防接種の機会に合わせて支援を行うことで、軽微な不安の多くは対応可能で

す。一方で保護者の様子に不安が感じられる場合、行政機関との情報共有を考慮します。行

政機関は母子健康手帳交付時からの情報、場合によっては妊婦健診受診時の情報も把握し

ているかもしれません。家庭訪問などアウトリーチも可能で、精神科との連携などの判断が

容易になります。したがって医療機関は、些細なことでも地域行政機関と情報共有ができる

関係性を日頃から構築をしておくことが重要です。行政サービスとして行われる産後ケア

事業や産後ヘルパー派遣事業などについても把握し、保護者の状況に応じて必要な事業を

紹介します。育児サークルなどの地域の社会資源の情報を案内することも有効な場合があ

ります。 

 

第第２２節節  虐虐待待のの可可能能性性がが疑疑わわれれたた場場合合  

 

 虐待はどの年齢でもみられますが、死亡事例は０歳、特に日齢０など乳児期早期に多くみ

られます。１か月児健診では、虐待を発見し通告するだけでなく、虐待リスクを早期に評価

し虐待予防に繋げることが求められます。 

虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の４種類に分類されますが、１

か月児健診においては、身体的虐待とネグレクトに注意しましょう。体重増加不良、からだ

や衣類の汚れ、不自然なあざや外傷痕、健診時の保護者の言動などから虐待を疑います。ま

た、問題なさそうにみえても、健康を決定する社会的要因＊にリスクがある場合は、慎重に

観察しましょう。リスク要因を持つ家庭を把握するためのアセスメントについて、こども家

庭庁が作成した「子ども虐待対応の手引き（令和６年４月 改正版）」などを参考にして下さ

い。また、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務がある（児童虐待の

防止等に関する法律第６条第１項）とともに、医療従事者には児童虐待の早期発見の努力義

務（同法第５条第１項）があります。虐待が疑われた場合には、すみやかにこども家庭セン

ター等の自治体の担当窓口や児童相談所等に通告してください。緊急度が高い場合は警察

に通告します。通告後は関係機関と連携して対応しましょう。予定された健診を受診されな

い場合も注意が必要です。 

 虐待のリスクも含め、育児支援が必要と考えられる例においては、把握した情報や支援が

必要と考えられる理由なども健診票に加筆して連絡することや、緊急性に応じ、（健診票で

の連絡に加えて）こども家庭センター等への電話連絡なども随時行うと良いでしょう。 

＊健康を決定する社会的要因：経済状況、雇用状況、居住環境、食料の安定性、親子関係を

含む生活環境、産後の保護者のメンタルヘルス、医療ケアへのアクセス等  

68



34

◎ 児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」（いちはやく）

虐待を疑った時に、すぐに児童相談所に通告できる全国共通の電話番号です。「１８９」

にかけると、固定電話の場合は管轄の児童相談所へ転送されます。携帯電話の場合はオペ

レーターとのやりとりで、管轄児童相談所を特定し転送されます。

第第３３節節 予予防防接接種種ののススケケジジュューールル説説明明 

乳児に対する予防接種は、ロタウイルスワクチン以外は生後２か月から接種が可能とな

ります。ロタウイルスワクチンの初回接種は生後２か月から出生 14 週６日までに開始する

ことが標準的（生後６週から接種は可能）です。乳児期早期では、予防接種の対象疾患とな

っている感染症に罹患すると重篤化し生命の危険が生じる可能性もあることから、生後２

か月になると速やかに接種ができるようにスケジュールを組むことが重要です（図７）。予

防接種を進めていくにあたり、まずは接種を受けようとする医療機関を決めるのが最初で

す。そして保護者が接種に対して少しでも不安がある場合は、接種する医療機関で説明を受

けるように伝えてください。同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です

ので、接種する医療機関と相談するように伝えてください。なお、小児科学会から同時接種

に対する考え方が示されておりますので参考にしてください 32）。また、予防接種は予約制

で実施している医療機関が多いことから、生後１か月のうちに予約をするようにしてくだ

さい。生後１か月児健診で保護者にお伝えいただきたいことは、以下の３点です。

① 予防接種の必要性と安全性の説明

② 接種する医療機関を決める

③ 生後１か月のうちに予約する

上記は 2024.10 現在の予防接種スケジュール。最新のスケジュールは下記から確認下さい

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20241114_vaccine_schedule.pdf （参照 2024-11-30）

図７ 生後２か月から始める予防接種スケジュール

２２かか月月 ３３かか月月 ４４かか月月 ５５かか月月 ６６かか月月 ７７～～８８かか月月

五種混合 ① ② ③

小児用肺炎球菌 ① ② ③

㻮型肝炎 ① ② ③

ロタウイルス
（１価または５価）

１価
（ロタリックス®） ① ② １回目を遅くとも生後㻝㻠週６日

までに受けます５価
（ロタテック®） ① ② ③

㻮㻯㻳 ①
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コラム 

 

 

 

 

 

 

 

第第７７章章  １１かか月月児児健健康康診診査査時時のの保保護護者者のの心心理理的的支支援援  

第第１１節節  保保護護者者のの心心理理的的状状況況  

 

 育児が始まることによって保護者の生活は一変します。 

24 時間休みがない状況で疲労・不眠が蓄積する一方で、赤ちゃんを愛しく思い、守ってあ

げたいという感情（ボンディング）が芽生え、赤ちゃんの問題を見逃すことに対する不安な

どによって過覚醒状態が持続します。しかし、言葉を話せない赤ちゃんの欲求を確実に受け

とめることは難しく、自分の思うようにならない育児に直面することが多くなると、自己肯

定感が揺らいで悲しみや怒りを覚えたり、育児に対する不安（母乳・ミルクが足りているか、

また、自分には赤ちゃんの抱えた問題を解決できないのではないかなど）が増したり、逆に、

赤ちゃんへの関心が薄くなったりするリスクが高くなります。最終的に、育児不安が産後う

つ病に、赤ちゃんへの関心の薄れがボンディング障害へと進行する可能性は誰にでも存在

します。そして、このようなメンタルヘルスの問題を抱えた保護者は、自らそのことを訴え

ることができない傾向にあります。そのため、保護者の抱えている心身の問題については医

療者側から可能な限り積極的にアプローチし、その社会的背景（環境）も含めて傾聴するこ

とによって、必要な支援を検討・実践していく必要があります。 

 

第第２２節節  心心理理的的アアセセススメメンントト  

 

 赤ちゃんの保護者の心理的アセスメントの目的は、新しい家族が加わったことによる環

境変化の心理的影響を早期に察知し、適切な支援を提供することです。リスク評価には、う

つ病、不安、自殺念慮などが含まれます。保護者に対する質問ツールを使用したスクリーニ

ングが重要です。出産後２週間前後で行われる産後２週間健診でも、育児の不安や悩みにつ

いて相談を行うことが必要です。 

 

エジンバラ産後うつ病自己評価票（EPDS） 

 エジンバラ産後うつ病自己評価票（EPDS）は、1987 年に英国で開発されたスクリーニン

グツールで 36)、その有用性が高く評価されています 37)。（図８）10 の質問で構成されてい

 乳児が罹患すると重症化する可能性のある RS ウイルス感染症に対する予防のため

に、従来よりハイリスク児を対象としたモノクローナル抗体製剤が保険適用されていま

すが、2024 年３月、より効果の持続期間が長いモノクローナル抗体製剤 33)が薬事承認

され、ハイリスク児を対象に保険適用となりました。また、妊娠 24～36 週の妊婦に接

種する母子免疫ワクチン 34,35)が 2024 年１月に薬事承認されています。 
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て、各質問の点数（０～３点）の合計で評価します。本邦では、産後４週目に８～９点をカ

ットオフ値としています。特に不眠、非哀感、流涙、自傷に関する質問項目７～10 で高得

点の場合、重度の産後うつ病に移行しやすく注意が必要です 38)。 

 

図８ エジンバラ産後うつ病自己評価票日本版（Edinburgh Postnatal Depression Scale: EPDS）質問項目 

 （ ）内は点数を示す。 

  

 
ご出産おめでとうございます。ご出産から今までのあいだにどのようにお感じになったかをお知らせ下さい。 

今日だけでなく、過去 7 日間にあなたが感じたことに最も近い答えに○をつけて下さい。 

 

１）笑うことが出来たし、物事のおもしろい面も 

わかった。 

 （０）いつもと同様にできた。 

 （１）あまりできなかった。 

 （２）明らかにできなかった。 

 （３）まったくできなかった。 

 

２）物事を楽しみにして待った。 

 （０）いつもと同様にできた。 

 （１）あまりできなかった。 

 （２）明らかにできなかった。 

 （３）ほとんどできなかった。 

 

３）物事が悪くいった時、自分を不必要に 

責めた。 

 （３）はい、たいていそうだった。 

 （２）はい、時々そうだった。 

 （１）いいえ、あまり度々ではない。 

 （０）いいえ、そうではなかった。 

 

４）はっきりした理由もないのに不安になったり、 

心配した。 

 （０）いいえ、そうではなかった。 

 （１）ほとんどそうではなかった。 

 （２）はい、時々あった。 

 （３）はい、しょっちゅうあった。 

 

５）はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。 

 （３）はい、しょっちゅうあった。 

 （２）はい、時々あった。 

 （１）いいえ、めったになかった。 

 （０）いいえ、まったくなかった。 

 

（ ）内は点数を示す。 

 

 

 

 

６）することがたくさんあって大変だった。 

 （３）はい、たいてい対処できなかった。 

 （２）はい、いつものようにはうまく対処できな 

かった。 

 （１）いいえ、たいていうまく対処した。 

 （０）いいえ、普段通りに対処した。 

 

７）不幸せな気分なので、眠りにくかった。 

 （３）はい、ほとんどいつもそうだった。 

 （２）はい、ときどきそうだった。 

 （１）いいえ、あまり度々ではなかった。 

（０）いいえ、まったくなかった。 

 

８）悲しくなったり、惨めになったりした。 

 （３）はい、たいていそうだった。 

 （２）はい、かなりしばしばそうだった。 

 （１）いいえ、あまり度々ではなかった。 

 （０）いいえ、まったくそうではなかった。 

 

 

９）不幸せな気分だったので、泣けてきた。 

 （３）はい、たいていそうだった。 

 （２）はい、かなりしばしばそうだった。 

 （１）ほんの時々あった。 

 （０）いいえ、まったくそうではなかった。 

 

 

１０）自分の体を傷つけると言う考えが浮かんでき

た。 

 （３）はい、かなりしばしばそうだった。 

 （２）時々そうだった。 

 （１）めったになかった。 

 （０）まったくなかった。 

（文献 39 より引用改変）
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EPDS の解釈 

 EPDS は自己記入式であるため、他人に本心を知られたくないという保護者の心理状態に

影響されることがあります。結果の解釈には、点数だけでなく、保護者の態度や問診情報を

総合的に考慮する必要があります。日本版 EPDS 39)の感度は 0.75、陽性的中率は 0.5 とされ

ていますが 40）、産後うつ病の見逃しリスクも残るため、医療者のもつ違和感も重要視されて

います。 

 

英国国立医療技術評価機構（NICE）で推奨される２項目質問票（Whooley の２項目質問票） 

 その他のスクリーニング法として、Whooley の２項目質問票があります（表３）。１か月

児健診問診票の 21.と 22.に含まれています。２つの質問のうち１つでも「はい」があれば、

抑うつ状態の可能性が高いと判断して、精神科を含めたフォローアップを検討します。 

 

表３ Whooley の２項目質問票  

気分が沈んだり、憂鬱な気持ちになったりすることがよ

くありましたか。 
（いいえ・はい） 

物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめな

い感じがありましたか。 
（いいえ・はい） 

 

第第３３節節  心心理理的的支支援援方方法法  

 

第１節・第２節に記してある保護者の心理的状況の観察とアセスメントを実施した後に、

支援が必要と判断された場合には、支援方法についての検討を行います。 

保護者のメンタルヘルスへの支援や治療が必要と判断した場合には、適切なタイミング

で精神科医への紹介を行います。その際、健診を実施する医師は、患者の苦しみに共感的な

理解を示しつつ、産褥期のメンタルヘルスに関する情報提供や、治療の有効性、安全性、有

害事象について説明をすることで、保護者の治療へのコンプライアンスが高まるようにし

ます 41)。 

一方、保護者と生後１か月の赤ちゃんとの関係性に関する支援が必要な場合や、生活環境

に起因する不安等に関する心理的支援が必要な場合は、１か月児健診実施医療機関と行政

機関との連携による支援も大切です。 

その他には産後ケア事業を利用することも医療者から勧めます。短期入所（ショートステ

イ）型、通所（デイサービス）型（個別・集団）、居宅訪問（アウトリーチ）型の３種類の

実施方法があり、母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房のケア、母親の話

を傾聴する等の心理的支援、児の状況に応じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者と

の関係調整、地域で育児をしていくうえで必要な社会的資源の紹介等の支援を受けること

ができます。 
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１か月児健診時に支援が必要と感じたら、迷わず自治体の担当窓口に状況を知らせるこ

とが必要です。公益社団法人日本産婦人科医会から、妊産婦のメンタルヘルスをより良くす

るための基本的な考え方と方法をまとめた「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」が発刊

されています 42)。 

 

第第８８章章  １１かか月月児児健健康康診診査査でで保保護護者者かからら寄寄せせらられれるる質質問問  

  

湿湿疹疹  

新生児痤瘡、乳児脂漏性皮膚炎などの皮膚のトラブルが生じやすい時期です。皮膚症状の

多くは、石鹸や洗浄剤を使って洗うことで過剰な皮脂を落とし、皮膚表面の細菌数を減らす

だけで改善します。洗った後に石鹸等が残らないよう、ぬるま湯で丁寧にすすぎ、擦らずに

柔らかいタオルで押し拭きするようにします。症状に応じて、ステロイド外用薬を処方しま

す。 

※※ススキキンンケケアアのの勧勧めめ  

新生児期からのスキンケアにより、皮膚のバリア機能を健常に保つことがアトピー性皮

膚炎の発症を抑制するという報告があります。また、スキンケアを行うことで食物抗原によ

る経皮的な感作を防ぎ、食物アレルギーの発症を予防する可能性が示唆されています 43）。 

 

ああざざ  

いちご状血管腫（乳児血管腫 infantile hemangioma：IH）のうち、声門下（気道閉塞）、

眼瞼周囲（視力障害）、口唇・口周囲（哺乳障害）、頚部・陰部など（潰瘍形成）のような、

機能障害や合併症、生命危機のおそれがあるものは、経口プロプラノロールの適応となるた

め、早急に専門医へ紹介します。皮膚表面に限局した平坦な IH については、大きさや部位

によりレーザー療法の適応になります。症状に応じて専門医に紹介します。 

単純性血管腫（毛細血管奇形 capillary malformation：CM）のうち、サーモンパッチは

１歳半頃までに自然消退します。ウンナ母斑は発症率 20～30％と比較的高頻度にみられ、

消退率は約 50％といわれています。 

太田母斑、色調の濃い異所性蒙古斑は、レーザー治療効果が高い乳児期早期に専門医に紹

介します。 

 

おおむむつつかかぶぶれれ（（おおむむつつ皮皮膚膚炎炎、、乳乳児児寄寄生生菌菌性性紅紅斑斑））  

汗、尿、便で長時間濡れた状態にあることが最大の原因です。おむつをこまめに取り替え

るよう伝えます。市販のおしり拭きよりも、シャワー浴またはぬるま湯による臀部浴がよい

こともあります。カンジダ皮膚炎を生じることもありますので、症状の変化に注意します。 
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目目ややにに（（眼眼脂脂））  

生後間もなくから眼脂が続く場合には、鼻涙管閉塞の可能性があります。内眼部の下方、

眼窩下縁から鼻涙管下端（小鼻の方）へ向かって涙嚢の内容物を押し込む「涙嚢マッサー

ジ」を行うことで、生後３か月までにほとんどが軽快します。 

  

鼻鼻づづままりり  

乾燥する冬季には鼻づまりの訴えが多くなります。たて抱きをすると、呼吸が楽になる

ことがあります。鼻汁吸引器を用いることもひとつの手段です。鼻汁が塊になって吸引で

きないときに、生理食塩水や母乳を鼻孔に２～３滴垂らしてみると、つまりが改善するこ

ともあります 44)。 

 

ゼゼイイゼゼイイすするる  

哺乳後や啼泣後の吸気性喘鳴は、呼吸状態に問題なく体重増加が良好であれば、経過を

みてよいでしょう。喘鳴が強く、体重増加不良がある場合は、喉頭軟化症なども考慮に入

れ精査を行います。 

 

ししゃゃっっくくりり  

しゃっくりは横隔膜のけいれんによる吸気と声門の急速な動きによって起こるミオク

ローヌス（不随意運動）の一種で、この時期の児によくみられます。哺乳後に胃が横隔膜

を刺激してしゃっくりが多くなることがあります。しゃっくりが多くても、特に問題がな

く、無理にとめる必要はないことを伝えます。 

 

げげっっぷぷ・・おおなならら・・いいききむむ・・ううななるる  

生後３～４か月頃までの乳児は、喉頭蓋が高い位置にあるため、呼吸をしながら哺乳し

ます。そのために哺乳時に空気を飲みこんでしまいやすく、これがげっぷやおなら、いき

む、うなるなどの原因になります。肩に赤ちゃんの頭を載せて背中を軽く叩く方法の他に、

赤ちゃんを前傾姿勢にして背中を擦るのみでもげっぷを出すことができます（図９）。哺

乳後に児が眠ってしまうとげっぷが出ないことが多いので、そのときは児の上半身を高め

にして寝かせ、目覚めてからげっぷを出すように伝えます。 

 

よよくく吐吐くく  

「吐く」という訴えには、嘔吐（急激に吐物が出る）と溢乳（だらだらと吐物が出る）

があります。溢乳は、１か月頃の児にはよくみられます。母乳や人工乳の飲みすぎ、げっ

ぷがうまく出せない、胃食道逆流症などで起こることがあります。口腔内の異常がなく、

体重増加が良好であれば経過を観察します。繰り返す嘔吐については、肥厚性幽門狭窄症

や胃軸捻転、水頭症、中枢神経系の異常などを念頭に置いて精査を行います。 
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おおへへそそ 

臍ヘルニアは１歳までに約 80％が自然治癒します。圧迫固定による自然治癒率の改善は認

めませんが、自然治癒の時期を早めるといわれています。また、臍の醜形予防として有効と

いわれています。臍肉芽腫にはステロイド外用薬の塗布または硝酸銀による焼灼が有効で

す。生後１か月の時点で、臍帯が脱落していない場合は、結紮を考慮します。

便便のの色色 

母乳栄養では黄色から黄緑色で、母乳中の脂肪分が白色の粒になって混じることがあり

ます。人工栄養では便の色は濃く、ねっとりすることが多いようです。緑色の便は、便の回

数が少ない場合や空気を多く飲み込んだ際にみられます。便の色調で問題となるのは、赤、

黒、白や、それに近い色調を呈する場合で、受診を要します。便に少量の血液が混じる乳児

直腸出血は、母乳栄養児に多くみられます。便色カードが１～３番であれば、速やかに精密

検査を行います。

便便がが出出づづららいい  

器質的疾患（Hirschsprung 病、低位鎖肛など）がないことを確認したうえで、２～３日

便が出なくても腹部膨満、哺乳力低下、不機嫌などがなければ心配ないことを伝えます。４

日以上排便がなく、苦しそうな様子であれば、浣腸を行います。綿棒刺激を行う場合には、

肛門粘膜を傷つけないよう注意が必要です。

※※「「母母乳乳性性便便秘秘」」 

母乳栄養の児、あるいは母乳中心の混合栄養の児では、乳児期早期に排便回数が少なく、

放置しておけば１週間便が出ないということがあります。便が出づらい、いきみが強い、排

便時に苦しむなどの様子がなく、機嫌も良く体重増加も良好で、排便回数が少ない割には便

肩に赤ちゃんの頭を載

せて背中を軽く叩く

図９ げっぷの出し方

あかちゃんを前傾姿勢

にして背中を擦る
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量が少ないことが特徴です。このような現象は、母乳が効率よく吸収され、便の産生が少

ないために起こると考えられており、「母乳性便秘」と呼ばれることもあります。母乳性

便秘は、多くの場合、便量が増加する離乳中期頃に自然に軽快します。 

 

向向きき癖癖・・頭頭のの変変形形  

頚部の腫瘤（筋性斜頚）の有無を確認します。頭蓋縫合早期癒合症の可能性も考慮し観

察します。また向き癖は、股関節脱臼や臼蓋形成不全を誘発しますので、注意が必要です。

母体内での体位や向き癖により引き起こされた位置的頭蓋変形症に対しては、寝かせる

向きや抱っこする向きを変える、タミータイム tummy time（赤ちゃんが起きている時間に

保護者などがみている環境でうつ伏せにする時間をつくる）などの提案をします。このよ

うな介入は日齢が早いほど効果的です。 

 

旅旅行行  

里帰りなどやむを得ない事情がなければ、一般的には生後３か月以降を勧めます。真夏

や真冬はなるべく避けるようにします。鉄道・飛行機の選択については、感染予防の観点

から所要時間が短い方が望ましいでしょう。飛行機では、気圧の変化への対応（離着陸時

の耳ぬき：水分を飲ませるなど嚥下を促す、おしゃぶりを吸わせる、児の耳に小指を入れ

圧迫して離すポンピングなど）が必要になることがあります。自動車では、適切なチャイ

ルドシートを装着し、悪路を避け最低２時間ごとの休憩を取りながら移動する。夏場の高

温環境（熱中症、日焼け）への注意を怠らないようにする等の注意が必要です。 

 

おおししゃゃぶぶりり  

おしゃぶりの使用は、中耳炎の発症や、歯列不正、噛み合わせの悪化につながります。

また、乳房以外のもので「吸う」という欲求が満たされるため、哺乳不良につながること

もあります 45）。 

 

湯湯ざざまましし、、麦麦茶茶、、果果汁汁  

カロリーのないもので空腹が満たされてしまうと、哺乳回数や摂取量が減少するため、

母乳や人工乳以外に湯ざましや麦茶を与える必要はありません。果汁の摂取は哺乳量の

減少につながります。過剰摂取により低栄養や肥満の原因になることもあります。生後６

か月までは果汁を飲ませないよう伝えます。 

 

赤赤ちちゃゃんんのの泣泣きき  

赤ちゃんは、眠りがちだった産科入院中から一転して、退院後にはよく泣くようになり

ます。まずは哺乳量の不足により児が飢餓感を感じている可能性はないかを確認します。

空腹と関係ないようであれば、バスタオルで脚以外を少しきつめにくるんで抱っこする

76



42 

方法や、児をうつぶせにして腕に添わせるようにお腹あたりを手のひらで支える「コリック

抱き」などを勧めてみます。母親の精神状態が不安定な場合にも、ちょっとした泣き声が気

になることがあります。育児の状況や手助けをしてくれる人がいるかなどを丁寧に聴取し

ます。泣きやまずイライラするときには、深呼吸し、児を安全なところにひとまず寝かせた

うえで一旦その場を離れる、イライラする気持ちを児にぶつけて激しく揺さぶらないこと

など、赤ちゃんの泣きへの対処についてあらかじめ話しておくことは重要です。乳幼児揺さ

ぶられ症候群（shaken baby syndrome：SBS）の予防にもつながります。 

※※「「パパーーププルルククラライインンググ」」  

赤ちゃんの泣き方には以下の特徴があり、英語の頭文字をとって「パープルクライング」と

呼びます。 

Peak of crying（ピークがある）生後２週頃からよく泣くようになり、２か月頃がピーク 

Unexpected（予測できない）泣きやんでもまたすぐ泣きだす、理由がよくわからない 

Resists soothing（なだめられない）何をしても泣きやまないことがある 

Pain-like face（痛そうな表情）どこも悪くなくても痛そうな顔で泣く 

Long lasting（長く泣く）心配になるくらい泣き続ける 

Evening（夕方）午後から夕方にかけてよく泣く 

 

おお風風呂呂・・温温泉泉  

臍帯脱落後、臍が乾燥した時期には、お風呂に入ることができます。また、母親側の要因

として、性器出血などがなくなった産後２～４週頃から一緒に入ることができます。酸性・

アルカリ性が強い温泉（酸性泉、炭酸水素塩泉）、硫黄泉は皮膚に対する刺激が強いため、

入浴は勧めません。また、お湯の温度が高すぎないよう注意するよう伝えます 46)。 

 

外外気気浴浴とと日日光光浴浴  

児を外の空気に触れさせる外気浴は、新陳代謝を盛んにします。生後２週頃を目安に室内

の窓を開けて外の空気に触れさせることから始め、徐々に時間を長くして外に連れ出すよ

うにします。外気浴に慣れてきたら、生後１か月頃から日光浴を始めます。１日約 20 分を

目安に太陽光を浴びることで、くる病の予防にもつながります。日光浴は手、足から始め、

全身浴へと進めます。日焼け止めは生後１か月頃の児には使用しません。 

※※くくるる病病のの予予防防ににつついいてて  

母乳育児の場合、生後６か月の時点で、ビタミンＤ欠乏の指摘もあることから、母乳育児

を行っている場合は、適切な時期に離乳を開始し、ビタミンＤの供給源となる食品を積極的

に摂取するなど、進行を踏まえてそれらの食品を意識的に取り入れるよう伝えます 47)。 

 

暑暑ささ寒寒ささ対対策策  

気温が高い環境で、エアコンや扇風機を使用することに問題はありません。扇風機を使用
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する際には、児に風が直接当たらないように注意します。設定温度は外気温に関係なく、26

～28℃を目安に調節するとよいでしょう。水分補給として新生児期に湯ざましやイオン飲

料を与えることは、適切ではありません。気温が低い時期には室内の乾燥に注意し、湿度は

40～60％を目安に調節します。 

  

第第９９章章  そそのの他他  

第第１１節節  早早産産・・低低出出生生体体重重でで生生ままれれたた児児・・保保護護者者へへのの配配慮慮  

 

早産・低出生体重児で“一般的な”１か月児健診を受診するのは、後期早産児かつ/また

は、在胎週数に比べて出生体重が小さい児（small for gestational age: SGA）と推測され

るため、後期早産児ならびに正期産 SGA 児への対応について記載します。なお、１か月児健

診でほかの児と比較して我が子が小さいと不安に感じる保護者も少なくありません。早産・

低出生体重で生まれた児の成長曲線については、厚生労働科学研究補助金「低出生体重児の

成長・発達評価手法の確立のための研究」（代表：河野由美）を参考にして下さい 48）。 

 

（１）後期早産児 

後期早産児とは、在胎 34 週０日～36 週６日で出生した児で、１か月児健診のころに出産

予定日をむかえます。後期早産児の脳重量は、成熟新生児に比べて約 65～75％にとどまり

ます 49)。つまり、残りの 25～35％の成長は、予定日までの４～６週間が必要であり、この

期間に DHA（ドコサヘキサエン酸）、EPA（エイコサペンタエン酸）、コレステロールが胎児

に移行し、それに伴って白質重量が増加します。子宮内で蓄積できなかった DHA、EPA、コ

レステロールなど神経発達に重要な成分は、母乳を介して受け取ることができます。鉄も妊

娠後期に胎盤を通して胎児に与えられるため、後期早産児では乳児期前半に鉄欠乏に陥る

リスクがあります。 

後期早産児は、哺乳不良、低体温、感染症等の短期的リスクや、発達障害等の長期的なリ

スクが高いこともわかっており、健診する側にも配慮が必要です。成長・発達の評価には、

修正月齢を用います。体格は出産予定日前後で生まれた児よりも小さいことが少なくあり

ません。上述の成長曲線を参考にするか、修正月齢で評価することを保護者に伝えておきま

す（ただし、予防接種は暦年齢で生後２か月から開始します）。なお、在胎 35 週６日までに

出生した児は、パリビズマブ（シナジスⓇ）、ニルセビマブ（ベイフォータスⓇ）の適応があ

ります。 

 

授乳に関する工夫 

在胎 36 週くらいで出生した児は表４のような特徴があり、授乳のタイミングがわかりづ

らいことがあります。啼泣したタイミングでおむつを替えてから授乳しようと思っている

と、おむつを替えたところでまた睡眠に入り授乳のタイミングを逃してしまうことも少な
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くありません。眠りがちな場合は、そっと刺激をして起こしてから授乳するとともに、あら

かじめ搾乳しておいた母乳をコップで補足することも有用です。予定日まではできるだけ

児と一緒にいるように心がけ、スキンシップ（可能であれば素肌と素肌で）をとるように伝

えます。そうすることで授乳のタイミングを見つけやすくなります。予定日くらいまでうま

く直接授乳できない児も珍しくありません。このような場合、母乳分泌を維持できるよう搾

乳に関する情報提供も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）正期産 SGA 児 

SGA とは、『出生時の体重および身長がともに在胎週数相当の 10 パーセンタイル未満であ

ること』と定義されています。 

正期産で出生体重が 2,200ｇ以上ある場合は、フォローアップの専門医師が継続して診療

することは少ないため、１か月児健診において、児が SGA 性低身長にあてはまる（出生時の

体重および身長が在胎週数相当の 10 パーセンタイル未満で、かつどちらか一方が－２SD 未

満）かを確認しておきます。 

通常の１か月児健診を受診する児は、出生体重も 2,200ｇ以上と推測され、上記以外には

通常の１か月児健診と同様でよいと考えます。 

 

後期早産児・正期産 SGA 児 共通 

鉄欠乏について：母子ともに健康であれば、生後６か月までの発育に必要な鉄は、妊娠後

期に母体から経胎盤的に児に供給されます。低出生体重児や早産児では、鉄が十分蓄えられ

ずに出生するため、生後４～５か月から鉄欠乏性状態に陥りやすくなります。鉄欠乏は造血

のみでなく乳児の神経発達予後にも影響するため、乳児期を通じて鉄欠乏にならないように、

離乳食を開始する時期を遅らせないこと、ならびに、鉄分を多く含む食品（豚や鶏レバー、

赤身の肉や魚、ほうれん草や小松菜、卵黄、納豆など）の摂取などについて、可能であれば

１か月児健診で伝えておきます。 

 
  

・覚醒時間が少ない 

・覚醒時に敏感さ、応答性が弱い 

・活動性が少ない反面、むずかりやすい 

・睡眠～覚醒の周期が短い 

・夜間、頻繁に目を覚ましてむずかる 

・吸啜が弱く、したがって、頻回に栄養補給を要求する 

表４ 早産児の特徴 
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第第２２節節  子子どどもも医医療療電電話話相相談談事事業業（（##88000000））のの案案内内  

  

  こどもが休日や夜間に発熱など急な症状に見舞われた際に、保護者の方がどのように対

処したらいいのか不安になり病院を受診すべきか判断に迷う場合があります。その時に利

用できるのが、「子ども医療電話相談事業（#8000）」です。全国同一の短縮番号 #8000 をプ

ッシュすることで、小児科医や看護師に電話で相談することができ、こどもの症状に応じた

適切な対応についてアドバイスを受けることができます。対応時間は各都道府県により異

なりますので、厚生労働省ホームページの「子ども医療電話相談実施状況」でご確認くださ

い（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html）。全国の実施状況、および

#8000 事業の分析結果も掲載されています。発熱した、咳がひどい、嘔吐するなどこどもの

症状に困った場合、病院を受診すべきか迷う場合などには、#8000 が利用できることをお伝

えください。 

親は、赤ちゃんの様子が「いつもと違う」と感じることができます。「いつもと違う」と

は、いつものように哺乳ができない、お腹を空かして泣いている、睡眠が足りていないので

はないか、顔色や手足の温かさはどうか、尿と便はどうかなど、日頃みている赤ちゃんの様

子が違っていると、親が感じます。近年、１か月児健診までの新生児期の保護者が #8000 を

利用されるケースが増える傾向にあります。産院や病院を退院されてから自宅での赤ち

ゃんの様子に不安が募り、病気ではなく育児に関する質問が多くなっています。また、かか

りつけ医となる小児科を決められずに、どこを受診していいか迷っているとの相談もあり

ます。１か月児健診時には、育児から病気のことまで何でも相談できるかかりつけ医となる

小児科を決めておくことを勧めてください。 

つながりにくい場合に「こどもの救急 ONLINE（日本小児科学会作成）」と「こども救急ガ

イドブック～小児救急ハンドブック（都道府県作成）」も活用することを伝えてください。

受診の判断、家庭での療養についての説明があり、医療機関の情報も掲載されている場合が

あります。 

  

第第 1100 章章  チチェェッッククリリスストト  

  

健診実施者が実施すべき健診項目を見落とさないようにするために、１か月児健診身体

診察用のチェックリストを作成しました（表５）。当該マニュアルの一部として作成されて

いるものなので、１か月児健診に取り組む上での技術的支援としてご活用ください。なお、

１か月児健診自体は、令和５年 12 月 28 日にこども家庭庁から示された健康診査票等を活

用して実施されています。 
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表５ １か月児健診 診察時チェックリスト 健診票に記載されている項目 その他 判定
１．身体的発育異常 □ 体重増加不良 □ 正常
２．外表奇形 □   □ 正常
３．姿勢の異常 □   □ 異常なし
４．皮膚 □ 黄疸 □ 湿疹 □ 異常なし

□ 血管腫 □ 母斑
□ 色素異常
□ その他

５．頭部 □ 頭血腫 □ 大泉門膨隆 □ 異常なし
□ 頭囲拡大  □ 向き癖（右・左）
□ 小頭症 □ その他の所見（      ）
□ 縫合異常

６．顔 □ 特異的顔貌 □ その他の所見（      ） □ 異常なし
□ 目：白色瞳孔・角膜混濁・眼瞼の異常等
□ 口：口唇裂・口蓋裂
□ 耳：小耳症・副耳・耳瘻孔等

７．頚部 □ 斜頚 □ その他の所見（      ） □ 異常なし
□ その他の頚部腫瘤

８．胸部 □ 胸郭の異常 □ 努力呼吸（多呼吸・陥没呼吸） □ 異常なし
□ 呼吸の異常 □ その他の所見（      ）
□ 心雑音
□ 不整脈

９．腹部・腰背部 □ 臍：肉芽・ヘルニア □ 腹部膨満 □ 異常なし
□ 腹部腫瘤 □ 皮膚洞（毛巣洞）
□ そけいヘルニア □ 肛門の異常
□ 仙骨部の異常 □ その他の所見（      ）

10．四肢 □ 四肢の運動制限 □ 上・下肢の異常 □ 異常なし
□ 内反足 □ その他の所見（      ）

11．神経学的異常 □ モロー反射 □ 引き起こし反射（低下・亢進） □ 異常なし
□ 筋トーヌス □ その他の所見（      ）

12．発育性股関節形成不全リスク因子 □ 股関節開排制限 □ 異常なし
□ 大腿/そけい皮膚溝の非対称
□ 家族歴 
□ 女児
□ 骨盤位分娩 

13．その他の異常 □ 停留精巣（右・左） □ 異常なし
□ 陰嚢水腫（右・左）
□ その他の所見（      ）

14．新生児聴覚検査 □ 正常 □ 未
□ 精査中（右・左）

□ サイトメガロウイルス検査（実施・未）
15．先天性代謝異常等検査の結果説明 □ 済 □ 未
16．便色カード  1・2・3・4・5・6・7 番

無色・薄い黄色・濃い黄色・茶褐色・その他

17．ビタミンK2の投与 □ できている
□ できていない

1か月児健診 診察時チェックリスト表５　１か月児健診　診察時チェックリスト
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し
た

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

あ
な

た
は

、
と

き
ど

き
ご

自
身

の
時

間
を

も
つ

こ
と

は
で

き
て

い
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

（き
ょ

う
だ

い
が

い
ら

っ
し

ゃ
る

方
へ

）き
ょ

う
だ

い
の

こ
と

で
相

談
し

た
い

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（い

い
え

・
は

い
）

子
育

て
に

つ
い

て
不

安
や

困
難

を
感

じ
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

・何
と

も
い

え
な

い
）

子
育

て
に

つ
い

て
気

軽
に

相
談

で
き

る
人

や
サ

ポ
ー

ト
し

て
く
れ

る
人

は
い

ま
す

か
。

（は
い

・い
い

え
）

赤
ち

ゃ
ん

を
い

と
お

し
い

と
感

じ
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

・何
と

も
い

え
な

い
）

（は
い

・い
い

え
・何

と
も

い
え

な
い

）
あ

な
た

は
ゆ

っ
た

り
と

し
た

気
分

で
お

子
さ

ん
と

過
ご

せ
る

時
間

が
あ

り
ま

す
か

。

窒
息

の
可

能
性

が
あ

る
柔

ら
か

い
寝

具
等

を
避

け
、

仰
向

け
に

寝
か

せ
て

い
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

ソ
フ

ァ
や

ベ
ッ

ド
、

抱
っ

こ
ひ

も
な

ど
か

ら
転

落
、

も
し

く
は

隙
間

に
挟

ま
っ

て
し

ま
わ

な
い

よ
う

工
夫

を
し

て
い

ま
す

か
。

現
在

、
お

子
さ

ん
の

お
父

さ
ん

（パ
ー

ト
ナ

ー
）
は

喫
煙

を
し

て
い

ま
す

か
。

（な
し

・あ
り

（
１

日
＿

本
）
）

う
す

い
黄

色
、

も
し

く
は

う
す

い
ク

リ
ー

ム
色

の
便

（
便

色
カ

ー
ド

1番
か

ら
３

番
）が

続
い

て
い

ま
す

か
。

あ
な

た
の

顔
を

じ
っ

と
み

つ
め

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

（は
い

・い
い

え
）

裸
に

す
る

と
手

足
を

よ
く
動

か
し

ま
す

か
。

（は
い

・い
い

え
）

大
き

な
音

に
ピ

ク
ッ

と
手

足
を

伸
ば

し
た

り
、

泣
き

出
し

た
り

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

お
乳

を
飲

む
時

や
泣

い
た

時
に

唇
が

紫
色

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

現
在

、
お

子
さ

ん
の

お
母

さ
ん

は
喫

煙
を

し
て

い
ま

す
か

。
（な

し
・あ

り
（
１

日
＿

本
）
）

お
乳

を
よ

く
飲

み
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

元
気

な
声

で
泣

き
ま

す
か

。

　
　

１
か

月
児

健
康

診
査

問
診

票

　

在
胎

週
数

　
　

 （
　

　
　

　
　

　
　

　
）週

出
生

時
体

重
　

（　
　

　
　

　
　

　
　

）
 g

（は
い

・
い

い
え

）

（
別

添
１
）

※
問

診
票

は
、

主
に

お
子

さ
ん

の
世

話
を

な
さ

っ
て

い
る

方
が

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

親 （ 主 な 養 育 者 ） や 子 育 て の 状 況

予 防
接 種

2
5

２
か

月
頃

か
ら

始
ま

る
予

防
接

種
の

内
容

に
つ

い
て

ご
存

知
で

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

物
事

に
対

し
て

興
味

が
わ

か
な

い
、

あ
る

い
は

心
か

ら
楽

し
め

な
い

感
じ

が
よ

く
あ

り
ま

し
た

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

あ
な

た
ご

自
身

の
睡

眠
で

困
っ

て
い

る
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

1
2

（は
い

・い
い

え
）

お
子

さ
ん

が
泣

き
止

ま
な

い
時

な
ど

に
、

ど
う

対
処

し
た

ら
よ

い
か

わ
か

ら
な

く
な

っ
て

し
ま

っ
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

。
（い

い
え

・
は

い
）

1
9

お
子

さ
ん

の
お

母
さ

ん
と

お
父

さ
ん

（パ
ー

ト
ナ

ー
）は

、
協

力
し

合
っ

て
家

事
・育

児
を

し
て

い
ま

す
か

。
1
8

（そ
う

思
う

・ど
ち

ら
か

と
い

え
ば

そ
う

思
う

・
ど

ち
ら

か
と

い
え

ば
そ

う
思

わ
な

い
・そ

う
思

わ
な

い
）

健
康

相
談

の
内

容

指
導

内
容

特
記

事
項

出 生 時

の 状 態

か
ら

だ
が

特
に

柔
ら

か
い

と
か

硬
い

と
か

感
じ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

（い
い

え
・
は

い
）

器 質 的 疾 患 の 確 認 発 達

現
在

の
暮

ら
し

の
経

済
的

状
況

を
総

合
的

に
み

て
、

ど
う

感
じ

て
い

ま
す

か
。

（大
変

ゆ
と

り
が

あ
る

・
や

や
ゆ

と
り

が
あ

る
・
普

通
・や

や
苦

し
い

・
大

変
苦

し
い

）

気
分

が
沈

ん
だ

り
、

憂
う

つ
な

気
持

ち
に

な
っ

た
り

す
る

こ
と

が
よ

く
あ

り
ま

し
た

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

あ
な

た
は

、
と

き
ど

き
ご

自
身

の
時

間
を

も
つ

こ
と

は
で

き
て

い
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

（き
ょ

う
だ

い
が

い
ら

っ
し

ゃ
る

方
へ

）き
ょ

う
だ

い
の

こ
と

で
相

談
し

た
い

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（い

い
え

・
は

い
）

子
育

て
に

つ
い

て
不

安
や

困
難

を
感

じ
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

・何
と

も
い

え
な

い
）

子
育

て
に

つ
い

て
気

軽
に

相
談

で
き

る
人

や
サ

ポ
ー

ト
し

て
く
れ

る
人

は
い

ま
す

か
。

（は
い

・い
い

え
）

赤
ち

ゃ
ん

を
い

と
お

し
い

と
感

じ
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

・何
と

も
い

え
な

い
）

（は
い

・い
い

え
・何

と
も

い
え

な
い

）
あ

な
た

は
ゆ

っ
た

り
と

し
た

気
分

で
お

子
さ

ん
と

過
ご

せ
る

時
間

が
あ

り
ま

す
か

。

窒
息

の
可

能
性

が
あ

る
柔

ら
か

い
寝

具
等

を
避

け
、

仰
向

け
に

寝
か

せ
て

い
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

ソ
フ

ァ
や

ベ
ッ

ド
、

抱
っ

こ
ひ

も
な

ど
か

ら
転

落
、

も
し

く
は

隙
間

に
挟

ま
っ

て
し

ま
わ

な
い

よ
う

工
夫

を
し

て
い

ま
す

か
。

現
在

、
お

子
さ

ん
の

お
父

さ
ん

（パ
ー

ト
ナ

ー
）は

喫
煙

を
し

て
い

ま
す

か
。

（な
し

・あ
り

（
１

日
＿

本
）
）

う
す

い
黄

色
、

も
し

く
は

う
す

い
ク

リ
ー

ム
色

の
便

（
便

色
カ

ー
ド

1番
か

ら
３

番
）
が

続
い

て
い

ま
す

か
。

あ
な

た
の

顔
を

じ
っ

と
み

つ
め

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

（は
い

・い
い

え
）

裸
に

す
る

と
手

足
を

よ
く
動

か
し

ま
す

か
。

（は
い

・い
い

え
）

大
き

な
音

に
ピ

ク
ッ

と
手

足
を

伸
ば

し
た

り
、

泣
き

出
し

た
り

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

お
乳

を
飲

む
時

や
泣

い
た

時
に

唇
が

紫
色

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

（い
い

え
・
は

い
）

現
在

、
お

子
さ

ん
の

お
母

さ
ん

は
喫

煙
を

し
て

い
ま

す
か

。
（な

し
・あ

り
（
１

日
＿

本
）
）

お
乳

を
よ

く
飲

み
ま

す
か

。
（は

い
・い

い
え

）

元
気

な
声

で
泣

き
ま

す
か

。

　　
　　

１１
かか

月月
児児

健健
康康

診診
査査

問問
診診

票票

　

在
胎

週
数

　
　

 （
　

　
　

　
　

　
　

　
）週

出
生

時
体

重
　

（　
　

　
　

　
　

　
　

）
 g

（は
い

・い
い

え
）

（
別

添
１
）
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 受受
診診

日日
　　

令令
和和

　　
　　

　　
　　

年年
　　

　　
　　

　　
　　

月月
　　

　　
　　

　　
　　

日日

身身
体体

測測
定定

    
（（
生生

後後
（（
　　

　　
    

　　
　　

　　
））
日日

））

ア
  

臍
：肉

芽
・
ヘ

ル
ニ

ア

エ
　

仙
骨

部
の

異
常

エ
　

女
児

  
  

  
  

  
眼

瞼
の

異
常

等

正
常

　
・
　

精
査

中
（
右

・
左

）
　

・
　

未

　
　

番
で

き
て

い
る

　
・
　

で
き

て
い

な
い

　
　

無
・
有

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

イ
　

そ
の

他
育

児
環

境
等

心
配

事

良
・
要

指
導

栄
養

1
6
　

便
色

カ
ー

ド
1
5
　

先
天

性
代

謝
異

常
等

検
査

の
結

果
説

明
　

　
　

　
　

済
　

・
　

未

1
3
　

そ
の

他
の

異
常

　
　

　
　

　
　

　

９
　

 腹
部

・
腰

背
部

1
0
　

四
肢

1
1
　

神
経

学
的

異
常

1
2
　

発
育

性
股

関
節

形
成

不
全

リ
ス

ク
因

子
　

  
（ア

、
ま

た
は

イ
か

ら
オ

の
２

項
目

以
上

）

1
4
　

新
生

児
聴

覚
検

査
　

　
　

　
　

　
　

　

２
　

外
表

奇
形

３
　

そ
の

他
の

支
援

が
必

要
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 　
　

）

判判
定定

者者

記記
事事

（（
要要

紹紹
介介

とと
なな

っっ
たた

場場
合合

のの
結結

果果
等等

））

イ
　

血
管

腫

３
　

姿
勢

の
異

常
４

　
皮

膚

５
　

頭
部

子
育

て
支

援
の

必
要

性
の

判
定

１
　

特
に

問
題

な
し

　
　

２
　

保
健

師
に

よ
る

支
援

が
必

要
　

　

判
定

１
　

異
常

な
し

　
　

２
　

既
医

療
　

　
３

　
要

経
過

観
察

　
　

４
　

要
紹

介
（
要

精
密

・
要

治
療

）

紹
介

先

診
査

医
名

ア
　

母
の

心
身

状
態

エ
　

耳
：
小

耳
症

・
副

耳
・
耳

瘻
孔

等
ア

　
斜

頚
イ

　
そ

の
他

の
頚

部
腫

瘤

エ
　

不
整

脈

６
　

顔

７
　

頚
部

ア
　

胸
部

の
異

常
イ

　
呼

吸
の

異
常

ウ
　

心
雑

音

８
　

胸
部

ウ
　

口
：
口

唇
裂

・
口

蓋
裂

ウ
　

色
素

異
常

イ
　

内
反

足

ウ
　

家
族

歴
ア

　
特

異
的

顔
貌

イ
　

目
：
白

色
瞳

孔
・
角

膜
混

濁
・

オ
　

骨
盤

位
分

娩

ア
　

モ
ロ

ー
反

射
ア

　
頭

血
腫

イ
　

筋
ト

ー
ヌ

ス
イ

　
頭

囲
拡

大
ア

　
股

関
節

開
排

制
限

ウ
　

小
頭

症
イ

　
大

腿
/
そ

け
い

皮
膚

溝
の

非
対

称
エ

　
縫

合
異

常

エ
　

そ
の

他

診診 察察 所所 見見

１
　

身
体

的
発

育
異

常
イ

　
腹

部
腫

瘤

　　
　　

１１
かか

月月
児児

健健
康康

診診
査査

票票

身
長

体
重

頭
囲

栄
養

法

c
m

g　
（
増

加
量

　
　

　
g/

日
）

c
m

母
乳

・
混

合
・
人

工
乳

ウ
　

そ
け

い
ヘ

ル
ニ

ア
ア

　
黄

疸
ア

　
四

肢
の

運
動

制
限

1
7
　

ビ
タ

ミ
ン

K
2
の

投
与
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1か月児健康診査

マニュアル

こどもの健やかな成長・ 発達のためのバイオサイコソーシャルの観点

（ 身体的・ 精神的・ 社会的な観点）からの切れ目のない支援の推進のための研究（ 研究代表者 永光信一郎）

令和6 年度
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